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序

近年、全国各地で発掘されている逍跡には、いろいろな面から多くの関心が寄せられ、しば

しば大きく報道されることがあります。 しかし、追跡は報道によってのみ知られるものではあ

りません。遺跡は、過去における人びとの生業の痕跡です。 したがって、私たちが暮らしてい

るそれぞれの地域においても遺跡は存在しているのであり、実はもっと身近に感じてしかるべ

きものであると思われます。普段は何気なくみている丘の上や水田にも、何らかの遺跡が眠っ

ていることがあります。そして、発掘調鉦などによって遺跡が一旦その眠りから覚めると、実

は私たちに多くのことを語りかけてきます。先人たちの足跡である遺跡が語る言薬にも私たち

は耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。

柏崎市教育委員会では、開発行為に伴う 事前調査として、国・県の補助金を得て、柏崎市内

遺跡発掘調壺等事業を実施しています。本事業では、開発区域内における追跡の有無、あるい

は遺構・遺物の密度や規模などを把握するために試掘・確認調査を行っています。本年度は、

第XII期調査として、開運橋追跡・角田遥跡・東原町追跡・吉井水上I遺跡・吉井水上II逍跡・

上原遺跡 ・秋里遺跡・琵琶島城跡の 8逍跡の調査を行いました。調賓の結果は、遺跡の保存や

本発掘調査の要否を判断する際のデータとして用いられます。また、実際の調査面禎は限られ、

遺跡全体を見極めるには不十分でありますが、追跡の時代や性格あるいは規模などを考察し、

地域の歴史を探っていくには賞重なデータとなるに違いありません。 ささやかな資料ではあり

ますが、この報告書が地域の歴史理解の一助となり、地域づくりや追跡保設のため活用される

とすれば、この上なく幸いに思います。

最後に、調査に参加された調査員各位、本事業に格別なる御助力と御配慮をいただいた新潟

県教育委員会、並びに調査に御協力いただいた事業者及び工事関係者に対し、深甚なる謝意を

表する次第であります。

平成15年 3月

柏崎市教育委員会

教育長相澤陽 一



例 言
1.本報告書は、新潟県柏崎市における各種の開発に伴って実施した試掘調査 ・確認調査の記録である。

2.本事業は、柏崎市教育委員会が主体となり 、県 ・国の補助金を得て平成3年度から実施している 「柏

崎市内追跡発掘調査等事業」である。平成14年度は第12年次となる第XlI期調査であることから、本書

は 「柏崎市の遺跡XIIIとした。

3.第XlI期聞査では、8追跡 ・1地点に対し、 10件の試掘 ・確認調査を実施した。ただし、うち 2件は年

度末に調査が実施されたものであるため、来期の事業に含めて報告することとした。

4.試掘確認調査の現場作業は、文化振興課職員及び柏崎市逍跡考古館（旧追跡調査室）のスタッフを調

査員として実施した。整理 ・報告書作成作業は、柏崎市西本町3丁目の酋柏園内遺跡聞査室(~11月）、

小倉町の柏崎市逍跡考古館 (12月～）において、職員（学芸員）を中心に、柏崎市遺跡考古館（旧遺跡

調査室）のスタッフで行った。

5.発掘調査によって出土した逍物の注記は、各追跡名の他、 グリットや試掘坑名、屑序等を併記した。

6.本事業で出土した逍物並びに調査や整理作業の過程で作成した図而 ・記録類は、全て一括して柏崎市

教育委員会（柏崎市逍跡考古館）が保管 ・管理している。

7.本報告書の執箪は、下記のとおりの分担執箪とし、編集は伊藤が行った。

第I痢第 1節 ・""' '''' 品田高志

第I章第 2・ 3 節 • 第 ill章 • 第V章，．， ．．．，．，． ．．． ． ． ． ．• 中野純

第 Il 章•第VI~ Vlll章 ・・''''''.'.'...'''.....''.・・・... 平吹 靖

第lV章 • 第爪章 ・•.．．．．．,. . ,.．..．． ． . ． ．．．．． ．．． .． . ．．'. 伊藤啓雄

8.本書掲載の図面類の方位は全て真北である。磁北は真北から西偏約 7度である。

9.発掘隈査から本書作成まで、それぞれの事業主体者および工事関係者等から様々な御協力と御理解を

賜った。記して厚く御礼を申し上げる次第である。

井上恵二 • 株式会社石高建設 • 株式会社石塚組 • 株式会社植木機］こ • 株式会社植木組 • 株式会社

ト ーア仏壇 • 株式会社武藤建設・太陽鉱油株式会社 ・ 宝泉寺・丸邸建設株式会社 ・ 有限会社三友

建設 • 新潟県柏崎土木事務所道路課 ・ 同治水課 ・ 柏崎市都市整備部都市整備課・同都市整備部下

水道課 （順不同・敬称略）

調 杏 体 制

調査主体

総括

監理・庶務

調査指森

調査担当

柏崎市教育委員会教育長 相澤陽一

小林消脳（文化振興課長）

品田尚道（文化振興課埋蔵文化財係長）

品田高志（文化振興課埋蔵文化財係主任 ・学芸員）

中野 純（文化振典課埋蔵文化財係主査 ・学芸貝）

伊藤啓雄（文化振興課埋蔵文化財係学芸員）

平吹 靖（文化振興課埋蔵文化財係学芸員）

村山孝行（文化振輿課埋蔵文化財係工務員）

渡辺富夫（文化振興課埋蔵文化財係l屈託）

高橋恵美（文化振興課埋蔵文化財係嘱託）

吉田正樹（文化振興課埋蔵文化財係嘱託）

調府補助員 大野t専子（柏崎市追跡考古館 旧逍跡調査室）

整理作業スタッフ

野田絵利子（文化振興課埋蔵文化財係準職員

阪田友子（文化振典課埋蔵文化財係I屈託）

黒1hf.,淋|1-f• 萩野しげ子・吉浦啓子・片山禾l]子・ J=l 橋香奈子・小林煎

（柏崎市追跡考古館 11=1遺跡閤在宙・順不同）

調査員

7月～）
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図版 H次

図版 1 開迎橋追跡 1 a ・ b.閲査区近景

図版2 開迎橋逍跡2 a.第 lI、レ ンチ

d.第 3トレンチ掘削

図版 3 角田迫跡 l 西中通地区周辺航空写真

図版 4 角田造跡 2 a ・ b.角田追跡近景

図版 5 角田逍跡 3 a ・ b.第 3次確認調査風娯

図版6 角 EEi遺 跡 4 a ・ b.第3次確認調査風景 C. 第3次A-1全最

d.第 3次A-1階序 e．第 3次A-2全景 f.第 3次A-21蜀序

b.第 1トレンチ陪序

e.開迎橋逍跡近景

c.第2トレンチ阿序

g.第 3次A-3全最 h.第3次A-3陪序

図版 7 角田遺跡 5 a.第 3次A-4全漿 b.第 3次A-4陪序 C. 第 3次A-5全餓

d.第 3次A-5層序 e．第 3次A-6全景 £.第 3次A-6腐序

g.第 3次B-1全梨 h.第3次B-1陪序

図版 8 角田追跡 6 a.第 3次B-2全屎 b.第 3次B-2層序 C. 第 3次B-3全娯

d.第 3次B-3陥序 e ． 第 3 次出 —K追物



図版9 角田追跡 7 a • b.第 4次確認調査風景

図版10 角田遺跡 8 a.第 4次確認調査風景 b.第 4次TP-1全景

C. 第 4次TP-1階序 d．第 4次TP-2全械

e.第 4次 TP-2層序

図版11 東原町迫跡 1 a.調査区近景 b. A-1試掘坑全景（第 I層） c. A-1試掘坑層序

d. A-1試掘坑全景 e. A-1試掘坑逍構確認

図版12 東原町追跡2 a. A-2試掘坑全景 b. A-2試掘坑層序 c. B-1試掘坑全景
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ー 序 説

柏崎市の埋蔵文化財保護行政の課題

埋蔵文化財の保護とは、通常地下に埋もれている文化財を現状のまま保存し、将来にわたって守ってい

こうとする行為である。その意味においてはいくつかある。一つは、現在の科学的知識、あるいは分析能

力に限界があり、発掘調査を実施しても明らかにし得ない事項について、これらを将来、未来における科

学技術の発展により 、少 しでも確認することができるように、またその機会を失わないよう意図している

というものである。これは比較的純粋な学問的 ・学術的な欲求を前提とした考え方である 。もう 一つは、

追跡だけでなく文化財とされるものは、人類の歴史的追産であり、それは国民享有の財産であるという観

点を前提とする。つまり、歴史的遺産とされる財産は、現代人の独占物ではなく 、将来・未来の人々にも

等 しく 享有さ れなけれぱならない。 したがって、文化財は、可能な限り後世に残さなければならないとす

るものである。両者はともに、文化財が自然と同じく 、一度破壊されたり損なわれた場合、二度と元に戻

せないという危機感をもっている点で共通するのである。

それでは、埋蔵文化財の保護行政とは何か。行政とは、法律や条例など法規に碁づき行う行為であり、

その執行者は国会や司法裁判所以外の国家機関や地方等の公共団体である。 したがって、地方公共団体等

が法規に基づき行う文化財保護が、文化財保護行政であり、文化財保閥法等が基本的な法規となる。

文化財保護法における埋蔵文化財の取扱いは、指定された史跡等や登録された周知の造跡を現状のまま

保護することを謳い、後者は現状保存ができない場合に限り、発掘調査を実施し、記録にて保存するよう

に規定されている。この発掘調査とは、例えそれが学術的行為であっても、発掘という行為そのものが現

状を損ない、破壊に通じるものとされている。つまり、埋蔵文化財の保應とは、遺跡を現状のまま保存す

ることが本来的業務であり、後段の記録保存、つまり発掘調査を実施するという行為は、緊急避難的処置

として行われるものなのである。

しかし、現実はなかなか裏腹である。地方公共団体等では、文化財を現状のまま保存 ・保謹するために

文化財担当を配罹することは少なく、本来的ではない発掘調査を実施するために人材を求め、開発行為が

多くなることによって増員がなされている。これが現実である。柏崎市における埋蔵文化財保護行政も、

その始まりは開発に伴う遺跡の記録保存であった。しかも 、初明の段階は、記録保存を行う発掘調査の実

施すら、なかなか理解されなかったのである。今現在、記録保存のために実施される発掘調査については、

行政内の開発部局でも、民間の開発業者であっても、あからさまに異議を唱えられることはなくなった。

その意昧において、確かに文化財保詭の行政は、進展しているかに見える。

さて、柏崎市においてなされる開発に伴う発掘調査は、埋蔵文化財の担当者が配腔されてから、 比較的

多く実施されてきた。また、出土品等の資料化、記録に保存されたデータ等の公開である発掘調査報告甜

等の公干llも、 401lIt（平成14年末現在）に及び、確かに実行性のあるものとして機能してきた。 しかし、こ

れまでの実禎とは、開発行為によって現状採存できない辿跡について、記録保存するための緊急聞査、行

政発掘に追われてきた結果にすぎず、追跡の現状保存や活用という本来的業務は、いまだ本格始動してい

ないと批評されるべき現状にある。
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埋蔵文化財保護行政の現状について、体制等の腺備が進められている自治体の事例を見ていくと、埋蔵

文化財活用の根拠地として、埋蔵文化財センター等の施設が整えられ、地域住民へのサービスを充実させ

つつ、史跡整備もあわせて行っているところが多い。それは、自治体の規模とは無関係で、政令都市であ

る福岡市でも、あるいは大阪府高槻市、 人口23,000人の岐阜県能登川町や山梨県明野町など、数多くの事

例がある。逍跡を破壊から守り 、史跡に指定して整備することは、それだけで市民ヘインパク トを与える

事業となる。また、埋蔵文化財センター等の各施設において、出土品の利活用、発掘調査成果の市民への

還元が機能したとすれば、相乗効果が期待でき、文化財への関心は大いに高まるものとみられる。

そこで、柏崎市における追跡の保存や活用という側面から、その実態を少し見てみよう 。まず、開発行

為に伴う追跡の取扱いについては、原則現状保存の可否から協議する。しかし、その結果は大半が発掘調

査に至り 、最終的に現状保存の達成、賂備 ・活用に至った事例はない。また、埋蔵文化財センター等の整

備については、平成14年12月に調査業務を主とする中核施設として、 「柏崎市追跡考古館」が業務を開始

した。施設の目的には、住民サービスという観点が意識されていることは確かであるが、これまでと同様

に緊急調査対応が主体的であり 、今まで整理作業を行っていた施設が手狭になったため、移転改称された

意味合いが強い。確かに、新潟県内における市町村の実情を見ると、埋蔵文化財センターなどの核施設を

整備した自治体はまだ少なく、 しかも市民サービスの充実度は心許ないように思われる。また、史跡整備

についても、近年その事例は比較的増えているが、市民ニーズヘの対応や利活用という観点からすれば、

多くの課題を抱えているのが実惜ではないだろうか。

柑崎市遺跡考古館は、現在業務を開始したばかりであるが、施設などのハード面や、緊急調査対応ばか

りではない尊門職の配置、あるいは市民 ・住民へのサービスメニューの問題などといったソフ ト而で、今

後さらに改良すべきところが多々ある。しかし、核施設が設躍されたことは、そのメリッ トを生かし、さ

らに機能を充実させていくことが、一般論として求められているわけである。また、史跡整備は、直ちに

始動できるものではないが、市内には国指定史跡の下谷地追跡、県指定史跡の椎谷陣屋跡、そして埋蔵文

化財に関連しそうな市指定史跡もいくつか存在する。これらの史跡が、直ちに整備可能かは、詳細な検討

が必要なことは言 うまでもないが、市民ニーズに対応した史跡整備は、柏崎市にとって重要な課題である

とすることができる。

それでは、本来的業務外とされた発掘調査は、不必要であるかと問われれば、それは否である。行政と

しては、現在生きている人間の生活を守ることも大切である 。そのため、壊れる遺跡はいつでも生じる。

その場合はやはり、逍跡の重要性等を検討しつつ現状保存を模索し、あるいは発掘調査を実施し、記録保

存の処留を講ぜざるを得ない。しかし、発掘調査を実施すれば、その結果新たな発見がある。開発により

追跡は壊れるが、発掘調査に対する市民や考古学関係者からの注目度や期待は大きく、これら成果の市民

への還元と活用は、文化財保護の普及や啓発としては璽要な部分である。このような発掘調査を、行政側

が確実に実施し、その成果を市民へ還元することが、埋蔵文化財の保護祖当に課せられているのである。

柏崎市における埋蔵文化財保護行政の課題としては、逍跡考古館の機能充実、逍跡の現状保存と活用

（史跡整備）、そして発掘閤査の実施による新たな知見の諮梢と、 出土資料の活用であり、これらをバラン

スよく連携しながら推進することである。そのためには、市民ニーズに応えられるような仕事が、必要不

可欠といえるのではないだろうか。今現在、将来を見据えた柏崎市における埋蔵文化財保股の具体的展望

はまだないが、今後の課題には、発掘聞杏成果の市民への遠元と 、埋蔵文化財保腋の本来的な業務である

辿跡の保存と活用に、業務の比重を移していける閑境作りが必要であると言えそうである。
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2 平成14年度事業の概要

平成14年度に実施した柏崎市の発掘調査業務（現場作業）は、主に本発掘調査と、本害で報告する柏

崎市内追跡第XII期発掘調査等事業に甚づく試掘・確認調査である。

本発掘閲査は、携帯祖話中継塔建設工事に伴う一ッ塚逍跡発掘調査、市道建設工事に伴う琵琶島城跡発

掘調脊、国道8号線柏崎バイパス建設工事に伴う剣野B逍跡発掘調資、公共下水道敷設工事に伴う角田逍

跡第 2次発掘調査の計4件である。当初の発掘調査計画では、琵琶島城跡と剣野B迫跡の発掘調査を軸と

し、これらの合間にその他の閥査を遂行する予定であった。しかし、平成13年度末に一ッ塚遺跡発掘調

査が、平成14年度中には角田迫跡発掘調査が、それぞれ緊急に対応せざるを得ない状況下で協議が開始

され、急きょ本発掘調査の実施を余儀なくされた。また、試掘 ・確認調査を始め、立会調査や現地踏査等、

本調査実施期間中に緊急対応せざるを得ない諸調査も多く、さらに逍跡整理事務所の移転業務等も重なっ

たため、例年に比べかなり過密な工程となった。

柏崎市内辿跡第XII期発掘調査等事業に基づき、平成14年度に実施した試掘調査及び確認閤査は、合計

8件である（年度末を除く）。これら 8件の調査の内訳は、確認聞査 7件と試掘調査 1件である。試掘調

査においては、未周知迫跡の発見に至った。また、確認調査のうち 6件は、過去にも調査が実施されてい

る遺跡が対象であった。過去の調査原因となった土木工事等の継続によるものが 2件あるが、他の 4件は

過去の道路整備や宅地造成等が完了したことによって発生したものである。いわば第 2次開発ともいえる

ものであり、具体的には宅地に対する公共下水道敷設や、道路事梢の変化による沿道の造成等となってい

る。このような内容の開発行為が多いことも、今年度の特徴の一つである。このことから、大幅な建設工

事等がやや落ち箭き、環境や利便性の変化に伴う第 2次的な工事へと、開発行為の内容そのものが変化し

ているのである。

試掘・確認訓査の実施時期は、例年はほぼ本発掘調査の本格化する以前と、それらが終了した後に躾中

するが、本年度については、本発掘閥査着手前に試掘・確認調宜は行っていない。本発掘調査と並行して

実施した 3件と、終了直後に実施した 5件ということになり、本年度がいかに緊急対応的な諸調査が多か

ったかを示している。

開迎橋遺跡の確認調査は、今回で第 4次となる。間査地点の全域において、河川の氾濫原等であったこ

とが想定され、追跡の存在が否定的な環税であったと考えられる。角田追跡については、本年度は第3次

追跡の名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ］月 2月 3月

試掘 ・確認謂査

開運梢逍跡 目
角田追跡（第3次） 日
東原町逍跡 日
吉井水上遺跡群 目
角田退跡（第4次） 日
上原遺跡 El 
秋里追跡 目
琵琶島城跡 口

本発掘調査

ーツ塚逍跡 •l 
琵琶島城跡

剣野B遺跡

角田追跡 皇日
※年度4渾の関介は省略

第 1図 平成14年度柏崎市の発掘調査（現場作業）工程図 ・ 
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と第 4次の確認調査を実施した。平成10年度に行われた本発掘調査区域に隣接する地点が対象であり 、

当初から追跡存在の可能性が高いと考えられていた。第 3次確認調査では調査対象地の一部において、第

4次確認調査では調査対象地の全域において、追跡範囲が及んでいることは把握された。いずれも本発掘

調査の実施が必要と判断されたが、特に第3次確認調査については、土木工事等の着手後に実施したもの

であり 、平成14年10月末頃までに本発掘調査を終了せざるを得ない状況であった。そのため、急きょ 10

月下旬から本発掘調査を行うこととなり 、年度当初計画にはない緊急調査の典型的な事例といえよう 。な

ぉ、第 4次確認閣賓については、次年度以降に施工される土木こ「．事等への対応である。

東原町逍跡には、民間開発による給油所等建設工事に伴う試掘調査を実施した。当該地に未周知の遣跡

が存在する可能性が想定されたため、試掘聞査が必要と判断されたものである。今回の試掘調査によって、

古代 ・中世及び近世の追構や追物等が検出され、新発見追跡の存在が明らかとなった。

吉井水上逍跡群は、主要地方逍鯨波 • 宮川線（県道73号線）拡幅工事に伴い、吉井水上 1 追跡、吉井

水上．ll辿跡を対象として確認調査を実施した。その結果、調査対象地点の一部を除くほぼ全域に、古代を

主体とする追跡の範囲が及んでいることが把握された。上原追跡については、河川改修並びに市道改良工

事に伴って、確認調査を実施した。今回の確認調杏では、遺椛や追物節は認められず、逍跡が分布してい

る可能性は低いと判断された。しかし、今後も下流に向かって、河川改修が1l屁次施工されていく計画であ

るため、次年度以降にも再度の確認訓査等が必要とされている。

秋里逍跡の確認調香は、今回で第4次を数える。宗教法人による締地造成T．事に伴って、確認潤査実施

の必嬰が生じたものである。追物の出土が認められなかったため、詳細な時期については不詳であるもの

の、辿梢の分布が及んでいることが杷据された。過去に実施した調査では、本追跡は縄文時代及び中世を

主体とすること が確認されているため、今回検出されて辿樅についても、このいずれかの1時代の所産であ

ると考えられる。琵琶島城跡については、第 2次確認調脊を実施した。第 1確認調査及び今年度実施した

本発掘調査を同じ調査原因であり、市道改良工事の来年度以降の施工区域を対象とした。すでに宅地とし

て利用されていたため、家屋建築等による撹乱が著しく、すでに追跡が湮滅している地点もあったが、 一•

部で追構や追物等が検仕’1された。

3 遺跡の位置と環境

柏崎市内迎跡第XlI期発掘間査等で対象となった逍跡は、 6追跡1追跡群8件である。これらの所在地が

比較的広い範圃に及んでいることから、本節では最初に伯崎平野全体を概観し、その後各辿跡の所在する

地理的な環境などについて述べる こととしたい。

柏崎平野概観 柏崎市は新潟県のほぼ中央に位置する人口 9万人禍の地方小都市であり 、中越地方に屈

している。中越地方は大きく南部の魚沼群域と、｛言派川中流域から柏崎平野を含む北部に区分できるが、

柏崎平野は北部の中でも西半に位ii!tしている。新潟県内には、 1日浪川や阿賀野JII等によって形成された新

潟平野（越後平野、蒲厭平野）や、関）1|水系に屈する轟田平野（顎城平野）等の広大な平野がみられるが、

柏ll奇平野はこれら＿・大平野と、山地や丘陵による分水悌で1緑たれた独立平野となっている。

柏崎平野は、鯖石川と郷IIを二大主要河川として形成された1:i盆洵沖梢平野である。この平野を収り巻く

丘陵やI-ll塊は、東劉城丘陵の一部に相当する。そして、米山 ・黒姫山・八石山のいわゆる刈羽三山を1li点

として、北流する鱈石川と粕川によって分割された東部・中央部・西部の 3区分で考えることができる。
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A 
1．開運橋遺跡

2.角田遺跡

3．東原町遺跡

4．吉井水上遺跡群

5．上原遺跡

6.秋里遺踪

7.琵琶島城跡

第 2図 第XII期発掘調査等対象遺跡位置図
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東部には、南西ー北東方向の背斜軸に沿って、西山丘陵 ・曾地丘陵 ・八石丘陵が北側から規則的に並んで

いる。また、向斜軸に沿っては、別山川や長烏川等の鯖石川支流が、南西方向に流路をとっている。中央

部は、黒姫山を頂点に北へ緩やかに高度を下げ、 i中梢地に接する一帯に広い段丘が形成されている。西部

では、米山を頂点とした傾斜の強い山塊が海岸部まで張り出して断槌を形成し、低位 ・中位 ・高位の海岸

段丘の形成が顕著である。米山は今でも少しずつ隆起しているといわれており、束部や中央部とは異なっ

た地形的娯観となっている。沖積平野の北西面は、日本海にさらわれ、海岸線に沿って荒浜砂丘 ・柏崎砂

丘が広がっている。この砂丘から丘陵部に至る沖梢地は、砂丘後背地として湿地性の強い低地となってお

り、鯖石川や鵜川等による自然堤防の形成が顕著である。

別山川左岸 柏崎平野東部の別山川左岸は、柏崎市域において遺跡の最も集1・1コする地域の一つである。

沖梢地に東接して刈羽・ 三島丘陵が横たわり、その山麓に段丘が形成されている。この丘陵は東流する無

数の小河川によって開析され、小谷が樹枝状に入り込んでいる。遺跡は主に段丘上と、地形変換点に近い

沖梢地に分布している。特に下谷地追跡や吉井行塚古培群等、弥生時代～古墳時代の著名な追跡が多く知

られている。

吉井逍跡群は、吉井地区を中心として分布する 20ヵ所近い遺跡の総称である。今回の確認調査では、

土木工事等の施工範囲内に所在する吉井水上 I遺跡と吉井水上Il迫跡（吉井水上逍跡群）を対象とした。

いずれも沖梢地内に立地している。

鯖石川中流域 柏崎市外の源流域から市境を経て流れ来る本流は、石曾根地区で支流の西之入川と合流

する。この合流点から、支流の長鳥JIIとの合流点となる安田地区までの間を鯖石川中流域とする。

鯖石川は、上中流域では小規模な河川や沢が次々と合流し、 黒姫山山麓に連なる丘陵に河岸段丘や沖梢

地を形成している。段丘上には縄文追跡や古代・中世の遺跡等が幾つか確認されている。

秋里造跡は、鯖石川中流域の左岸に形成された自然堤防状の河岸段丘上に立地する。縄文時代中期～後

期を主体とする追跡として知られるが、ほぼ重複する範囲に中世の宮平城跡や宮平の塚が所在している。

鯖石川下流域 支流の長鳥川との合流点となる安田地区から、河口までの間を鰭石川下流域とする。鮪

石川は安田以北で蛇行が激しくなり、広い扇状地状の地形を形成する。下流域では蛇行しながら概ね北上

するが、西中通地区の付近に至ると荒浜砂丘を回避するように著しく蛇行し、蛉れ川的な様相を呈する。

北上していた流路は一旦西流し、松波地内で南下した後、再び反転して北上し、日本海に流れ出る。

本地域では計 4追跡の確認聞査を実施した。開運梢追跡は下流域でも特に蛇行の激しい河口付近に位誼

し、角田追跡は支流別山川との合流点東側に立地している。東原町遺跡は西中通地区、鯖石川左岸の自然

堤防末端付近に位置する。上原追跡は鯖石川と別山川の合流点北側、角田遺跡と河川を1福てた向側に立地

している。

鵜川下流域 鵜川地区を源流として北流してきた鵜川は、上条地区の山口近辺から中流域となる。下流

域については、高田地区の下方付近から河口部までとする。鵜川下流域は、かつては「鋭ケ沖」と称され

た湖沼があったとされており、伯崎砂丘の後背地をなしている。また、半田から枇杷島に至る一帯には低

地帯が形成され、砂丘形成に阻まれた鯖石川も、古い時期にはこの低地弗に流人していた可能性があると

考えられている。

琵琶島城跡は、鵜川と横山川の合流点に位協する。主要な河川の合流点である ことや、中世柏11奇町と上

条とを結ぶ怜線ルー ト上に位樅する こと等から、交通上の要所を掌握する ことを意固して築かれた中世城

館跡と想定されている。
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Il 開運橋遺跡（第4次）
ー開運橋架替えに伴う市道改良工事に係る確認調査一

調査に至る経緯

開迎橋迫跡は、柏崎市を流れる主要河川の一つである鯖石川の下流域に位置する。その名称が示す通り、

開運栢が架かる周辺部分、橋場（左岸）と橋場町・松波地内（右岸）にまたがり所在するものと想定され

ている。地形的には、柏崎平野を形成する二大河川、鵜JII．鯖石川が形成する柏崎平野の北端部に立地し、

鯖石川河口から北東に迎なる荒浜砂丘とのほぼ分岐点に相当するものである。柏崎市街地からは北東に約

3 kmの距離に位置し、約 1km真西には鯖石川河口部を臨む。遺跡周辺の地形としては、当該地の南側

に旧河川跡が現在も確認され、以前ここで逍跡推定地を回り込むように大きく蛇行していたことを示して

いる。一方北側は標高約70mにも達する荒浜砂丘を間近に控えているが、逍跡推定地周辺は裾野に相当

する部分であり標高約4~6mと低い。

当逍跡の発見は、昭和30年に鯖石川河川改修が実施され、当時の蛇行部北側を新河道として開削し開運

橋の架替が行われた際、標高 0m以下の川底より遺物が出土したことによる。この時出土した追物は、縄

文時代晩期、弥生時代後期、古代 (8世紀後半～ 9世紀前半頃）に比定される土器類である［宇佐美ほか

1987]。現在は逍跡の大半が川底や堤防部分となり、推定地内でも逍物を採集することはできず、迫跡の

明確な範囲や主体時期を特定する ことは困難な状況にある。また、後述する近年の諸調査でも、追跡の実

態については依然として明らかになっていない。

この度実施した確認調査は、開迎橋架替に伴う市道改良工事に係る事前調査であり、平成12年度末に調

査を実施した市道用地の延長部分を調査の対象とするものである。近年、追跡周辺では新たな河川改修と

柏梁の架替えに伴う工事が平成 9年度から継続的に実施されている。このため事前の確認調癒や立会調査

が度々実施されており 、事業計画が具体化する度に開発祖当部局との打合わせ等を踏んできていた。そし

て、逍跡に隣接する今回の開発用地部分についても、買収が済み次第報告を受け確認調査を実施すること

が既に協謡済みとなっていた。ところが、実際には用地買収後もいっこうに連絡が無く、工事発注後にな

ってようやくその報告を受けることとなった。よって、文化財保誰法に基づく事務手続きは必然的に遅れ

てしまうこととなり、調査についても緊急に実施計画を立てざるを得ない状況に陥った。こうして、文化

財保護法第57条の 3第 1項に基づく土木工事等の通知は、平成14年 5月17日付け都第52号により提出さ

れ、市教育委員会が 5月21付け教文第65号の 2で県教育委員会に進達した。また、同日付けで県教委に

確認調査実施の事務述絡を行い、何とかその日調査にこぎ着けることができた。

なお、今回の調査で確認閤杏としては4回Hを数えるため、便宜的に「開連栢逍跡第4次確認間杏」と

称することとした。

2 調査の概要

1) 調査の方法と調査面積

第4次確認聞査の対象となる事業用地は、平成12年度末に実施した第 3次確認調査の調査区である市
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道法線の北西側延長部分に相当する。概ね平坦で地形的変化が少ない部分であるため、調査期間は 1日程

度の予定で調査に臨んだ。しかし、当逍跡の範囲内と判断されたとき、もしくは新規の追跡が発見された

場合は、本調査実施の期間的猶予が全く無く、必然的に工事に与える影響が非常に大きい事も危惧された。

このため、全く予断を許さない状況下での確認調査であった。

調背の方法としては、調査区内に任意で調査用 トレ ンチを設定し、バック・ホウによる発掘を実施する

こととした。 トレンチ発掘にあたっては、これまでの開査における経験をもとに、側壁に傾斜をつけ掘削

する事で締まりの無い砂陪の崩落を防止し、安全に調査を進めていくことを第一にこころがけた。また、

地下に追跡の存在が確認できない場合は、地層の堆積状況をもとに古環境の概要を把握する事を閲査の目

的とすることとした。

事業用地の総面梢は約1,400ni'となるが、残地となる箇所や現道脇の僅かな拡幅部分などは今回の確認調

査の対象からは外し、道路新設部分のみに絞ることとした。このため、対象而梢は約1,050m'となった。

そして、実際に発掘した計3甚のトレンチの総面積は約11Onfとなり 、発掘総面柏は対象面梢の約10％に

相当する。

2) 調査の経過とトレンチの概要

調査前夜は激しい雨に見舞われたものの、当日 5月21日は天気が回復し、思わぬ好天の中作業を行うこ

とができた。 5月下旬ということから既に 2件の本発掘調査を実施中であったが、当日は学芸員 l人を中

心とした調査員計 4人を投入し確認調査に臨んだ。現地到着後、事業主体となる都市整備課の担当職員、

工事施工担当者および重機オペレーターと簡単な打合わせを済ませ、速やかに確認胴査を開始した。調査

区の大半は工事の下準備のため、既に障害物などは撤去され整地が施されていた。念のため整地面をくま

なく踏査したが、逍物等を検出することはできなかった。計 3つのトレンチを発掘するに至り、東側から

それぞれ第 1～第 3トレンチとした。なお、重機の使用については工事期間内であるため、使用料は開発

事業黄に含むものとした。

第 1トレンチ 調査区東側に最初に設定した。第 3次確認調査の調査区に隣接する位腐となるが、堆梢

状況が大きく異なる場合も想定されるため慎重に掘削を進めていった。周囲は旧畑地であり、近年盛土さ

れたと考えられる暗褐色土（第 I陪）が表土としてみられた。その下には色調や粘性 ・締まりの異なる砂

陪（第l]～第1¥リ瞥）が堆梢していた。これらの陥は非常に崩れ易く、以下の掘削深度を考慇してトレンチ

側壁の傾斜を当初より強めて掘削を続けていった。地下約 1mで青灰色粘土（第V/杓）が検出された。よ

く観察すると、還元化した粘土陪内に酸化した明褐色粘土や褐色砂が細く術状に入り込み、幾つもの互陪

を成していた。掘削を続けると、地下約1.5mから灰オリーブ色砂（第VI阿）が検出され、壁面から水が

徐々に流れ出してきた。更に掘削を試みると、地下約1.7mで11音灰褐色粘土質砂（第 ＼引陪）を確認した。

靡内からは腐植物とともに炭化した木片が少足検,,,~,された 。 本トレンチ内の土層は、前回の確認調杏にお

ける最も近い位置のトレンチとほぼ同様の堆梢状況を示すものであった。よって、古環境もほぼ同様の状

況にあったものと判断される。また、徐々に水平な掘削している中、北西側の層から次第に変化していき、

南東に向かって緩く傾斜している状況がみられた。当初これは、局地的な地形の変化を示すものとしてと

らえられた。

第2トレンチ 聞査区中央、第 1トレンチから北西へ約12mの位窟に設置した。第 1トレンチとさほ

ど距離を隔てないこともあり、対応する堆梢階を容易に探し出すことができた。互いに類似する堆梢状況
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から、長期に渡りほぼ同様の環境下にあったものととらえられる。ただし、何れの層も第 1トレンチの標

高よりも若干高い位置で検出された。さらに、重機による掘削中には南東方向への緩い地陪の傾斜が第 1

トレンチと同様に確認され、旧地形の傾斜を示すものと判断された。また、地下約1.2mで検出された青

灰色粘質土層 （第V阿）には褐色砂の貰入が目立ち、第 1トレンチとの相違点といえる。この位置では大

きめのトレンチが設定可能であったため、より深い深度まで掘削するつもりであったが、 地下から湧き水

が激しくな った時点で掘削を断念せざるを得なかった。

第 3トレンチ 調査区西端、第 2I、レンチより西北西に約16mの位樅に設定した。第 1.第 2I、レン

チとほぼ同様の状況が予想されたが、別辿跡のおよぶ可能性も完全否定できないため、最後に本トレンチ

を設置し地下の状況を確認した。ただし、調査区の幅が狭い部分であるため、第 1.第 2I、レンチよりも

一回り小さ な トレンチを掘削し、同様の状況が確認されれば無理に深くまで掘削しないこととした。実際

に掘削を進めていくと、他の トレンチと同じような堆積状況を示しており 、深度約1.8mで大飛の地下水

が湧き出したため、分層などの詳細な調査は行わず写真撮影での記録のみをおさえた。やはりここでも南

東方向への地陪の傾斜が確認された。

以上 3つのトレンチにより調査区内の地下の状況が概ね把握でき、逍跡の存在は否定的と判断されるに

至った。よって、これ以上の調査は必要ないものと判断された。各トレンチは直ちに埋め戻し、十分なて

ん圧を加え確認調賓を終了とした。

3) 基本層序

第 1.第 2トレンチにおいて深度約 3m・ 標高約1.6mまで掘削し、表土以下の堆積状況を観察するこ

とができた。両トレンチは近距離であるため、第 I層から第M層までの概ね 6陪が共通して確認された。

追物 ・逍梢が検出される層は確認し得なかった。

第 I層は暗褐色土であり 、現表土である。畑地に搬入された耕作土と考えられる。概して陪厘は薄く、

第2トレンチ

4.0cmー 第1トレンチ

冒 疇 二
第 1層 第 IV層 第VII屈

暗褐色土 灰褐色粘質砂 灰色粘質砂

3.0cm -

二 一第 II層 第v層

灰褐色～ 明褐色～

暗灰褐色砂 青灰色粘土

2.0cm -
区 m 
第Ill屈 第VI層

黄灰色砂 灰オリーブ色砂

1.0cm -

第5図 開運橋遺跡第4次確認調査基本層序柱状模式図 (S= 1 : 50) 
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工事の下準備で地ならしされた部分では既に失われていた。

第n層～第IV層は、色調や粘性が異なる砂層 ・粘賀砂層であり、何れの層も極めて水平な堆積状況を特

徴として示していた。第II思は微妙な色調等により上下 2つに細別した。上位となる第 IIa陪は灰褐色砂

であり、下位の第Ilb層は暗灰褐色砂である。互いに粘性や締まりは弱く、非常に崩れ易い陪であった。

第1ll層は黄灰色砂屈であり、粘性・締まりともにやや乏しい。第W層は灰褐色粘質砂であり、やや粘性・

締まりがみられた。これらの層は、何れも第 3次確認調査で見られた基本層序と類似性の強いものと判断

され、類似する層どうしの標稿を対比すると、どの階も前回よりも高い位留で検出されている。

第V愚は締まりの強い青灰色粘土であり 、第 3次確認調査でも認められた庖である。しかし、陪内に明

褐色粘土や褐色砂が細い横縞状に入り込む紆IIかい互層構造が見られることが特徴 ・相違点として挙げられ

る。この特徴は沖粕と離水を繰り返した状況を示すものとして考えられる。概ね、第 1トレンチでは明褐

色粘土、第 2I、レンチでは褐色砂が主体的に貰入しており、第 1トレンチではより緻密な互層構造を示し

ていた。ただし、堆栢が非常に複雑であるため、あえて細かい分陪は行わなかった。また、本陪は上下に

弱く浪を打ったような堆積を示し、南東に向かって緩やかに傾斜する様子が、掘削ll寺に観察できた。

第VI•第 VII陪は旧河道に係る陪と考えられるものである 。 第VI層は灰オ リ ーブ色砂である。 締まりが極

めて乏しく、 トレンチ掘削中の壁際が度々崩落した。微品の腐植物が混入していた。第VJ[層は若干の粘性

がみられる暗灰褐色粘質砂であり、今回の確認調脊における最下陪となる。直上の第W屈からの激しい流

水のため観察は困難であったものの、陥内からは腐植物と炭化した木片が少品検出された。採取した木片

を観察すると、海岸などに漂着する流木に近似し、鯖石川河口から汽水とともに漂流した可能性も想定さ

れる。全体に小砂利を多く含み、旧河道内に堆梢した陪と考えられる。壁面の崩落に注意しながら本層以

下の掘削を試みたが、掘削深度内では変化が認められなかった。

3調査のまとめ

今回の確認調査では造物・逍構ともに検出されず、調蓋区内が開運橋追跡の範囲に含まれる可能性は否

定的なものと判断される。矢板等を設窟して十分な掘削深度を確保することは不可能であったが、現表土

而から約2.5mの深度内において何ら生活の痕跡を見出せないことから、追跡の存在は極めて低いといえ

よう。この結果は、前回の第 3次確認調査と同様なものであり、調査区付近は大規模な河川改修が行われ

る以前は定住に適した立地にはなかったとものといえる。また、前回の調査区内では地下に厚く青灰色粘

土層堆積がみられたが、今回の調査区では青灰色粘土層内に断続的な離水を示す、酸化した粘土1邑や砂陪

が簿く帯状に堆梢することが確認された。このため、過去において鯖石川からより距離を隔てた氾濫原で

あった可能性が考えられるのである。更に、各土層の標高を比較しても、前回の調査区と同様に北西に向

かうにつれ標高が徐々に高くなっていく様子が各 l、レンチから確認された。

これまでの確認調杏や立会い調査の結果をもとに追跡範囲を再考すると、本追跡は昭和30年に実施され

た河川改修により川底に没した部分と、周辺の堤防付近にほぼ揉約される可能性が強まってきた。そして、

かつて自然堤防が形成されたと帷定される、南方方向の旧河道付近に遺跡が営まれていたものとひとまず

想定したい。開迎橋遺跡における一連の隅査は今回実施した 4回目の確認調査をもってほぽ一段落した惑

がある。しかし、今後の開発行為としては逍跡の東恨11における河川改修も予定されている。事前に何らか

の調査を実施し、未だ不明確な逍跡の実態を少しでも明らにできることを明待したい。
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]1[ 角川遺跡（第3• 4次）
ー公共下水道敷設工事に係る確認謂査一

1 調査に至る経緯

角田逍跡は、新潟県柏崎市大字矧字角田地内に所在する逍跡である。鯖石川と別山川の合流点となる沖

梢低地に立地 し、周辺一帯には旧河道や自然堤防等の痕跡を観察することができる。柏崎平野の中央付近

に相当し、市街地からは北東へ4~ 5 km程の位留にある。

昭和58年に新潟県教育委員会（以下「県教委」という）が実施した分布調査によって、角田遺跡が発

見された。そして、現在の鯖石川と別山川が鋭角に合流する三角状の畑地（自然堤防）を中心として、迫

跡範囲が推定され、周知化された。

その後、平成9年には、角田遺跡の東側に隣接する地点において、民間開発による建売分誤住宅地の造

成が計画された。そのため、同年9月には柏崎市教育委員会（以下 「市教委」という）による第 1次確認

調査が実施され、古代から中世に及ぶ遣構や造物等が検出された［柏崎市教委1998]。これにより、当初

の逍跡推定範囲よりも東側にまで、遺跡が広がっていることが明らかとなり、平成10年には発掘謂査

（本調査）が実施されるに至った。発掘調森の結果、本逍跡は古培時代から近世にまで至 る集落跡である

ことが把握された。特に、 主体となる古代から中世については、追樅密度や逍物出土品が極めて多く、本

地域を代表する大規模集落の一つともいえる様相を呈していた［柏崎市教委1999]。

さらに、平成13年には、本追跡の隣接地において、鯖石川 ・別山川の河川改修工事及び市道建設工事

が計画され、その事業予定地を対象とする第 2次確認調査も実施された［柏崎市教委2002]。

第3次確認調査 今回の確認隅査の原因となった土木工事等は、公共下水道敷設工事である。住宅地内

の現道下に下水道管を敷設するもので、土木工事等の都合により 、2エ区に分割されている。このうち一

方のエ区は、平成10年に発掘調査を実施した地点を含む、角田追跡の固知化範囲内を対象とするもので

あった。また、他方のエ区についても、周知化範囲に極めて隣接する地点であ った。そのため、 2工区を

それぞれ独立した 2件の土木工事等として、平成14年 5月 9日付け下第137号及び平成14年 6月18日付

け下第349号で、柏崎市長西川正純（柏崎市都市整備部下水道課）から、文化財保誰法（以下 「法」とい

う）第57条の 3第 1項の規定による通知が提出された。市教委は、それぞれを平成14年 6月25日付け教

文第48号の 2及び平成14年 6月25日付け教文第99号の 2で、事前の確認調査が必要との意見を付し、県

教委へ進達した。また、平成14年 7月 2日付け教文第396号及び平成14年 7月2日付け教文第397号で、

逍跡の範囲確認等のため、確認調査を実施するよう県教委から通知があ った。

しかし、これらの土木工事等については、埋蔵文化財に係る事前協議等がま った くなく 、その計画を市

教委側が把握できないまま、発注段階において唐突に法第57条の 3第 1項による通知が提出されたもの

であった。そのため、市教委は本土木工事等に早急に対応できる余裕はなかったのであ る。 しかし、本土

木丁-ElI等は既に発注されており、土木工事等の計画にも 当然支障が生じる こととなった。事前協議の遅れ

が、文化財保護側と開発側の双方にと って、不幸な結果を招いたといえよう 。

その後、確認調査の実施時期等についての協訊を繰り返し行ったが、容易には妥協点が見出せないまま

の状態が続いた。 しかし、平成14年 8月に至 って、ようやく 9月上旬頃に確認閤査を実施することで合
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意し、最終的には 9月9日～10日を実施日程として準備を進めていった。市教委は、平成14年 9月9日

付け事務連絡で、県教委へ埋蔵文化財確認調査についての連絡を提出し、確認調査に着手した。

第4次確認調査 今回の確認調査の原因となった土木工事等は、第3次確認調査．と同様の公共下水道敷

設工事である。住宅地内の現道下に下水道管を敷設するもので、平成14年度に施工を行う区域は、土木

工事等の都合により、 2エ区に分割されている。この 2つのエ区については、平成10年に発掘調査を実

施した地点を含む、角田逍跡の周知化範囲内を対象とするものであったため、平成14年 9月9日～ 10日

に、当該事業予定地を対象とする第 3次確認調森を実施した。その結果、謂査対象地の一部に、逍跡範囲

が及んでいることが杷握され、約95111'の範囲に対して、発掘調杏（本調査）を実施する必要が生じた。

そのため、市教委が主体となって、早急に発掘調査（木調査）に対応せざるを得ない状況となった。

しかし、 この段階では、 他事業に伴う発掘閥査等を実施中であったため、市教委の直営による調査は、

人的及び時間的に不可能な状況であった。このような事梢により、市教委は発掘調査（本調査）を民間の

発掘会社へ委託して行う方針とした。そして、受託者の株式会社イビソク新潟営業所が、平成14年 10月

21日に、当該地点における角田遺跡第 2次発掘調査に着手し、同年11月4日に現場での発掘作業を終了

した。

このような中、平成14年10月7日付け下第657号で、柏崎市長西川正純（柏崎市都市整備部下水道課）

から、平成15年度に施工予定の公共下水道敷設工事区域に対し、法第57条の 3第 1項の規定による通知

が提出された。この土木工事等は、過去の数次にわたる調査の結果から、ほぼ確実に角田追跡の範囲が及

ぶと考えられる地点を対象としていた。

そのため、市教委は平成14年10月16日付け教文第193号の 2、事前の確認調査が必要との意見を付し、

県教委へ進達した。また、平成14年10月29日付け教文第847号で、追跡の範囲確認等のため、確認調査

を実施するよう県教委から通知があった。その後、事業主体者との協議を直ね、平成14年11月15日に確

認調査を実施することで準備を進め、平成14年 11月14日付け事務連絡で、県教委へ埋蔵文化財確認調査

についての連絡を提出し、確認調査に醤手した。

2 第3次確認調査の概要

1) 調査の方法

今回の確認調資対象地の付近一帯は、鯖石川と別山川の合流点となる沖積低地であり、旧河道や自然堤

防等の痕跡を観察することができる。当該地の北側には、別山）IIが北東から南西へと流れ、東側には鯖石

川が北上している。

確認調査対象地の現況は道路（県道及び市道）で、平成10年の発掘聞査データ により、現道面から約

1.5 mの深度に追栴確認而があると考えられた。また、現道のアスファル トや路盤の砕石等の除去を行う

必疫もあった。このように、調査に伴う掘削深度が比較的深いことや、土木機械等を必要とする作業を伴

うこと筍から、訓査はバック・ホウを使用し、任意に設定した試掘坑を発掘していくこととした。試掘坑

の設定に際しては、当該地全体を把握できるようにしたが、住宅地内の現道であるため、交通に支障を来

たす場合等もあり、計画どおりにできない地点があった。

なお、今回の確認調資は、2件の土木工事等を対象として実施したため、角田追跡の周知化範囲内を含

む南側のエ区をA区、周知化範囲に隣接する北側のこ［区をB区とした。そして、 A区に設定した試掘坑は
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A-1、A-2…と番号を付し、 B区の試掘坑はB-1、B-2…と番号を付して調査を行った。

2) 調査の経過と試掘坑の概要

確認調査は平成14年 9月9日～10日の 2日間で実施し、調査担当及び調査員、調査補助員の計 3名で

調査を行った。今回の確認調査対象面梢は、 A区が約290Ill'、B区が約560而の合計約850Ill'である。A

区で 6ヵ所、 B区で 3ヵ所の合計 9ヵ所の試掘坑を設定し、約35Ill'の発掘を行った。これは確認聞査対

象地の約4,1％に相当する而粕である。

A-1試掘坑 確認調査対象地の南西端に設定した。今回の確認調査において、最初に発掘を行った試

掘坑であるため、陪序の堆梢状況等を杷握しながら、パック・ホウによって徐々に掘削を進めていった。

現道の路盤（第 0層）が約 1m堆積しており、その下に至って自然堆積層（第 I層）を検出することがで

きた。しかし、追物包含陪と思われる土層（第Il層）の堆積は認められず、深度約1.7mで逍梢確認面に

相当する地山土層（第N層）が検出された。この面において精査を行い、遺構の確認作業をしたが、自然

流路跡と考えられる落ち込みが検出されたのみで、遺構や追物等は皆無の状況であった。そのため、本試

掘坑の地点にまで、遺跡の延長が及んでいる可能性は低いと判断された。

A-2試掘坑 A-1試掘坑の東側約50mの位悩に設定した。A-1試掘坑と比較して、路盤（第 0

陪）の堆積がやや厚く、約1,3mの深度にまで認められた。

地山土層（第lV陪）は路盤（第 0陪）の直下から検出され、過去の道路工事等の際に、追跡面にまでエ

事の影孵が及んだ可能性が考えられた。逍構や逍物等は皆無であり 、迫跡の痕跡を示す状況は把握されな

かった。そのため、本試掘坑の地点は、逍跡の範囲外に相当するか、範囲内であっても既に湿滅している

ものと判断された。

A-3試掘坑 A-2試掘坑の東側約45mの位置に設定した。平成10年度に発掘閥査（本聞査）を実

施した地点の南側に近接しており、当初から遺跡範囲が及んでいる可能性が高いと考えられた。現道面か

ら約1.2mの深度まで路盤（第 0陪）が造成されており、その直下からは、逍物包含層に相当する暗灰色

粘質土陪（第Il陪）が検出された。この逍物包含層からは、 中世土師器等が若千出土し、本試掘坑の地点

にまで、追跡の延長が及んでいることが把握された。逍物包含層の下で漸移屑（第1ll層）は確認されず、

追梢確認面に相当する地山土陪（第W陪）が検出された。逍構確認而を精査し、追構確認作業を行ったと

ころ、井戸等と考えられる大形の追構が 1基、ピット状の逍構が 4基検出された。今回の確認調査の目的

は、逍跡範囲や遺構密度等の把握であったため、迫枯の発掘は行わなかったが、遣物包含}~の出土遣物等

から、概ね中世に比定可能な迫構群と考えられる。

A-4試掘坑 A-3試掘坑の東側約40mの位置に設定した。本試掘坑の地点も 、平成10年度に発掘

調査（本調査）を実施した地点の南側に近接していることから、当初から追跡範囲が及んでいる可能性が

高いと考えられていた。約 1mの深度まで路盤（第 ol罰）がJit梢しており 、その下には青灰色粘質上層

（第 I阿）が検出された。約1.2mの深度に至って追物包含府（第Il野）が確認され、須恵沿や土師甘片、中

世土師器等が検出された。A-3試掘坑と同様に、追物包含燭（第n層）の直下には、遣梢確認面に相当

する地山士層（第IV陪）が堆梢していた。追糀確認作業によって、溝状の追梢l基、ピット状の追梢3基

を検出し、本試掘坑の地点にまで、迫跡の延長が及んでいることが杷握された。追梢の発掘は行わなかっ

たが、逍物包含陪の出土追物等から、概ね古代から中世に比定可能な逍構群と考えられる。

A-5試掘坑 A区の北西端に設定した。A区においては、平成10年度に発掘調壺（本調査）を実施
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した地点から、最も離れた地点である。現道面から約0.7111の深度まで路盤（第 0層）が造成されており 、

A-l ~A-4試掘坑に比べて、路盤 （第 0層）がやや薄い状況が把握された。その下には百灰色粘質土

層～II音青灰色粘質土陪（第 I層）が堆梢し、追物包含層に相当する暗灰色粘質土層（第n暦）は認められ

なかった。追構確認面に相当する地山土層（第lV層）において精査を行ったが、逍構等の落ち込みは検出

されなかった。また、遺物等の出土もみられなかった。そのため、本試掘坑の地点まで遺跡範囲が及んで

いる可能性は低いと判断された。

A-6試掘坑 A-5試掘坑の東側約55111の位樅に設定した。A-5試掘坑と同様に、路盤（第 0層）

はやや薄く、約0.5mの深度まで認められた。また、その下には青灰色粘質土階～1I音青灰色粘質土陪（第

I恩）が、約0.4mの原さで堆梢していた。追物包含層に相当する暗灰色粘質土層（第II/愕）がみられた

が、層厚約 5cm弱と極めて薄く、遣物も土師器または中世土師沿等の細片が、数点検出されたのみであっ

た。追物包含陪 （第II陪）の下には、漸移層に相当する青灰色粘質土阿（第l[[}愕）が認められ、更にその

下には地山土層（第lV層）が堆梢していた。地山土陪（第W陪）において精査を行ったが、追構等の落ち

込みは検出されなかった。すなわち、追物包含／蜀（第Il層）が堆梢はしているが極めて薄く 、ti}土追物も

細片のみであり、追構等はみられない状況であったのである。

したがって、本試掘坑の地点は、追跡範囲の最北端部に相当すると判断され、この結果により、概ねの

追跡範囲を把握することが可能となった。

B-1試掘坑 B区では最初に発掘を行った試掘坑であり 、A-6試掘坑の康側約75111の位置に設定

した。現道面から約0.8mの深度まで路盤（第 0 層）がみられ、 その下には1•I音脊灰色粘質土愚～青灰色粘

質土層（第 I層）の堆梢が認められた。A-6試掘坑と同様に、逍物包含層に相当する[I音灰色粘質土彫

（第rr陪）がみられたが、培厚約 7cm弱と極めて薄い状況であった。遺物も土師器または中世土師器等の

細片が、数点検出されたのみである。また、追物包含層の下に漸移層（第Ill層）は確認されず、遺構確認

而に相当する地山土）爵（第W屠）が検出された。追構確認面を粕査し、逍栴確認作業を行ったが、逍梢等

は検出されなかった。このような状況は、A-6試掘坑と同様であり、本試掘坑の地点も、遺跡範囲の最

北端部に相当するど判断された。

B-2試掘坑 B -1試掘坑の北西側約90111の位置に設定した。今回の確認調査で設定した試掘坑で

は、最も北側に位戦する。A-6試掘坑及びB-1試掘坑の周辺が、追跡範囲の最北端部に相当すると考

えられたが、本試掘坑はそれよりも北側へ追跡が延長していないことを確実に把握する目的で発掘を行っ

たものである。

現道面から約0.7mの深度まで路盤（第0層）がみられ、その下には暗音灰色粘質土層（第 I陪）の堆

栢が認められた。追物包含層（第rr）祠）や漸移阿（第m陪）は認められず、暗宵灰色粘質土／翌（第 I陪）

の直下には地山士）男（第IV)翌）が堆梢していた。この面を精森し、造構確認作業を行ったが、追椛等は検

出されなかった。また、逍物等も皆無であり 、本試掘坑の地点にまで、追跡の延長が及んでいる可能性は

低いと判断された。

B-3試掘坑 B-1試掘坑の東側約55mの位樅に設定した。今回の確認凋査で設定した試掘坑では、

最も東側に位置する。本試掘坑と B-1試掘坑の間には、県道荒浜 ・中田線が通っているが、 この県道の

東側まで追跡範囲が及んでいるか否かを把握するため、本試掘坑を設定した。

現道面から約1.2111の深度まで路盤（第 0阿）が造成されており 、その下にはII音宵灰色粘質土屈（第 I

陪）が堆梢していた。追物包含屈（第IJ附）や漸移彫（第 川層）は認められず、暗肯灰色粘贋土層（第I
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陪）の直下には地山土層（第1V層）が堆積していた。この地山土層（第1V層）については、他の試掘坑の

ものとは色調が異なり、暗青灰色を呈しており、本試掘坑の地点が旧河道もしくは湿地帯等であった可能

性もある。遺構確認作業によっても遺構等は検出されず、迫物等も皆無であった。そのため、本試掘坑の

地点にまで、逍跡の延長が及んでいる可能性は低いと判断された。さらに、本試掘坑の状況により、県道

の東側まで遺跡範囲が及ぶ可能性も低いものと考えられた。

3) 基本層序

今回の確認調査における基本層序は、B-3試掘坑で地山土階（第lV層）が異なる色調を呈していたが、

その他については概ね共通した様相が認められた。

第 0層は現道の路盤に相当し、近年の土木工事等によって造成されたものである。第 0a層～第 0<l層

に細分される。第 0a屈はアスフ ァルトの下に敷設された砕石で、第 0b陪は路盤の暗褐色砂陪である。

第0c層は褐色砂層、第 0d層は暗青灰色粘質土形で、ともに路盤として敷設されたものである。

第I層は自然堆栢の粘質土で、第 Ia層～第 IC層に細分される。第 Ia陪は青灰色粘質土陪、第Ib 

陪はII音青灰色粘質土層、第 IC層は青灰色粘質土陪である。

第•II 層は1I音灰色粘質土陪で、逍物包含層に相当する。 今回の確認調査においては、 A-3 試掘坑及び

A-4試掘坑にみられ、 A-6試掘坑及びB-1試掘坑で薄い堆梢が認められた。古代～中世を主体とす

る追物が検出されている。

第1ll感は肯灰色粘質土階で、第II層と第．lV層の漸移阿に相当する。今回の確認調査においては、A-6

試掘坑だけに堆積が認められた土層である。

第IV彫は明青灰色粘質土陪で、地LU土殴に相当する。また、遺構確認而にも相当し、A-3試掘坑及び

A-4試掘坑において、数基の追構群が検出されている。なお、 B-3試掘坑では、他の試掘坑のものと

は色調の異なる地山土層が認められた。暗青灰色を呈しており 、地山土陪であるため、他と同じく第IV/翌

としたが、 旧河道もしくは湿地帯等の痕跡である可能性も考えられる。

4) 出土遺物

今回の確認調杏によって検出された逍物は、約10点弱である。 しかし、大半が細片であり、今回図化

が可能な資料は、4点のみであった。いずれも詳細な時期は不明であるが、概ね古代の所産と考えられる。

須恵器 (1) A-4試掘坑から出土した。有台杯の小片で、灰白色を呈している。高台径は椎定

10.0 cm、現存高は約3.4cmである。

土師器 (2~4) 2・3はA-3試掘坑、 4はA-4試掘坑から出土した。いずれも毀類と考えら

れ、にぶい橙色を呈し、全体的に摩滅が著しい。

`1  
ぶ忍 鍔ク・" 
` 9-~ 2 し｝ー!}3 

゜
(1: 3) 15cm 

第 9図 角田遺跡第3次確認調査出土遺物
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5) 調査のまとめ

今回の確認調査では、 A区と B区に設定した合計9つの試掘坑の調査を行った。A-3試掘坑及びA-

4試掘坑では、古代～中世を主体とする追物とともに、幾つかの追描も検出された。A-6試掘坑及び

B-1試掘坑では、遺物包含層の薄い堆梢が認められ、逍物の細片が数点出土している。また、 B-3試

掘坑からは、旧河道もしくは湿地帯等の痕跡とも考えられる状況が把握された。さらに、 A-1、A-2、

A-5、B-2の各試掘坑には、逍跡範囲が及んでいる可能性が低いことも確認された。

これらのことから、当該追跡の東端、西端及び北端が概ね把握され、追跡範囲の概要を捉えることがで

きたのである。逍跡範囲の南端については、今回の確認調査では把握できなかったが、 A-1試掘坑～

A-4試掘坑の20~30m南側は河川であり、逍梢や逍物等が遺存している可能性は極めて低い状況であ

るといえよう。したがって、今回の確認調査における A-3試掘坑及びA-4試掘坑と、 A-6試掘坑及

びB-1試掘坑の4つの試掘坑に囲まれた地点が、概ね当該追跡の分布範囲であると想定することができ

るであろう。

3 第 4次確認調査の概要

1) 調査の方法

今回の確認閲査対象地の付近一帯は、鯖石川と別山川の合流点となる沖積低地であり、旧河道や自然堤

防等の痕跡を観察することができる。当該地の北側には、別山川が北東から南西へと流れ、東側には鯖石

川が北上している。

確認調査対象地の現況は遥路（県道及び市道）で、過去における発掘調査データにより、現道面から約

1.5 mの深度に追構確認面があると考えられた。また、現道のアスファルトや路盤の砕石等の除去を行う

必要もあった。このように、閣査に伴う掘削深度が比較的深いことや、土木機械等を必要とする作業を伴

うこと等から、調査はバック ・ホウを使用し、任意に設定した試掘坑を発掘していくこととした。試掘坑

の設定に際しては、当該地全体を杷握できるようにしたが、住宅地内の現道であるため、交通に支障を来

たす場合等もあった。そのため、事業主体者等と協謡を行い、 2ヵ所のみを設定することとなった。

2) 調査の経過と試掘坑の概要

確認聞査は平成14年11月15日の 1日間で実施し、調査担当や調査員等、計 4名で行った。また、今回

の確認調査対象面梢は、約127.5111'である。 2ヵ所の試掘坑を設定し、約 6州の発掘を行った。これは確

認調査対象地の約4.7％に相当する面柏である。

TP-1試掘坑 確認調査対象地の北東側に設定した。今回の確認調杏において、最初に発掘を行った

試掘坑であるため、土形の堆栢状況等を杷握しながら、バック ・ホウによって徐々に掘削を進めていった。

現道の路盤（第 0I屈）が約80cllliit積しており、そのドに至って自然堆積層（第 I屈）を検出することが

できた。しかし、遺物包含附と思われる土陪の堆梢は認められず、深度約1.2mで辿構確認面に相当する

地山土屈（策m屈）が検出された。荒天の影響で、追構確認面における精裔等が困難な状況であったが、

柱穴状の追枯筍が数基確認検出された。追物等の出土は認められなかったため、追柚の所属時期等につい

ては不明であるが、過去に実施した隈査結果から、概ね古代を主体とする追梢群であると考えられる。こ

のような状況から、本試掘坑の地点にまで、追構が広がっていることが把握され、追物等の分布は稀薄な
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がらも、逍跡の延長が及んでいると判断された。

TP-2試掘坑 確認調査対象地の南西端に設定した。土層の堆積状況は、 TP-1試掘坑と同様であ

ったが、路盤（第0)藩）の堆積がやや薄く、約65cmの深度にまで認められた。追物包含層と思われる土

陪の堆粒は認められず、深度約95cmで迫構雁認面に相当する地山」：：陪（第ll1阿）が検出された。追構確

認面における精査等が困難な状況であり 、明瞭に逍梢の検出を行うことができなかったが、柱穴状の逍構

等が数基分布していることが認められた。また、造物等の出土は認められなかった。したがって、 TP-

1試掘坑と同様に、本試掘坑の地点にまで、遺構が広がっていることが把握され、逍物等の分布は稀蒋な

がらも、遺跡の延長が及んでいると判断された。

3) 基本層序

今回の確認調査における基本層序は、

TP-1試掘坑と TP-2試掘坑の 2

ヵ所のみということもあり 、概ね共通

した様相が認められた。

第〇阿は現道の路盤に相当 し、 近年

の土木工事等によって造成されたもの

である。第 0a層～第 0b陪に細分さ

れる。第 0a層はアスファルトの下に

敷設された砕石で、第 0b層は暗青灰

色砂陪である。ともに路盤として敷設

されたものである。

7.0m 

TP-1 

Oa 

Ob 

TP-2 

Oa 

亡□第Oa層砕石層

口第Ob層暗宵灰色砂恩

ロコ第1層暗齊灰色粘質土層

第II層青灰色粘質土層

ー第Ill層淡青灰色粕質土層

第 1路は青灰色粘質土層、第n層は

青灰色粘質土層である。ともに自然堆

梢の粘質土である。過去に実施した調

査では、第il層の下位に遺物包含層が
第11図 角田遺跡第 4次確認調査碁本層序柱状模式図 (S~ 1 :20) 

堆梢していたが、今回の確認調査では、認められなかった。

第Ill層は淡宵灰色粘質土層で、地LLt土層に相当する。また、追構確認面にも相当し、 TP-1試掘坑及

びTP-2試掘坑において、数基の追構が検出された。

4) 調査のまとめ

今回の確認聞査では、 2ヵ所の試掘坑を発掘した。ともに遺物等は出土せず、辿物包含陪の堆梢も認め

られなかった。 しかし、遺構については、荒天のために確認而の精査が行えない状況であったにもかかわ

らず、柱穴状追梢を数基把握することができた。追物を伴わないため、これらの辿構の詳細な時期につい

ては不明とせざるを得ないが、過去に実施した調杏と同様に、古代を主体とする追跡が広がっていると考

えられる。

したがって、今回のli廂認那l査対象地には、全域に遺跡範囲が及んでいる状況が把握されたのである。こ

れは、過去の調査結果から既に想定されていた追跡範囲とも一致し、当該追跡の想定分布範囲が裏付けら

れたといえよう。
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W 東原町遺跡
一給油所及び駐車場の敷地造成工事に係る試掘調査一

1 東原町地区と調査に至る経緯

東原町地区は、市の中心部から 3kmほど北東の柏崎市西中通地区に所在し、地形的には鯖石川下流域

の左岸に位置する。別山川を合流させた鯖石川は、荒浜砂丘 ・柏崎砂丘を回避しながら引き続き蛇行を続

けて日本海へと流れ出ている。鯖石川は河川改修によって蛇行がショー トカットされた部分が多いが、旧

河道を追えば、蛇行していた流路に沿うようにして各所に自然堤防を形成させていることがわかる。特に、

別山川との合流点付近を中心とする一帯は、柏崎平野でも自然堤防の発達が顕著な場所である。昭和47

年調製の地図をみると、ここに報告する調査地点の標高は5.8-5.9mである。東側は6m台であるが、北

～西側は5.3-5.4m、南側では 5m前後となっているため、当該地点は東から続く鯖石川左岸の自然堤防

の末端付近と考えられる。

周辺では、自然堤防のような微高地で追跡をみつけることが可能で、特に古代 ・中世に屈す追跡が多い。

発掘調査された例としては、岩野逍跡［柏崎市教委1980] ・西岩野追跡［柏崎市教委1987] ・角田逍跡

［柏崎市教委1999]がある。特に、鯖石川・ 別山川の合流点に近い角田逍跡では、高密度な中世の追樅群

が検出されており、 13世紀後半頃に河川の合流点を掌握した有力者の存在が想定される。ただし、この 3

例以外は小規模な確認調査や分布調査が多く、内容を把握するに至った遺跡は少ない。

今回、当該地点を発掘調杏する原因となった土木工事等は、民間企業による給油所及び駐車場の敷地造

成工事である。同企業は現在別地点にて営業しているが、国道8号線柏ll奇バイパスの用地になるため、当

該地点に移転するものである。開発面梢は5,858.31ni'で、 給油所としての諸設備が建設される。事業予定

地の現況は水田である。工事に際しては盛土が施されるが、盛土は隣接するバイパスの高さと一致させて

おく必要がある。バイパスなど事業予定地に接する道路の計画標高は、高い地点で約8m、低い地点で約

6mとされているので、現水田面に対して厚さ約 1-2.3 mの盛土が施されることになる。そして、給油

所建設に伴う掘削はこの盛土の上からなされる。

柏崎市教育委員会（以下、 「市教委」と略）にこの開発が知らされたのは、平成14年8月19日付け事務連絡によ

る柏崎市都市整備部建築住宅課長からの柏崎市開発行為指禅要綱第3条の規定に基づく開発行為事前協議によっ

てである。これを受けて、市教委では事業予定地を現地踏資したところ、地表面から中世及び近世の辿物を採邸

した。中世の辿物は土師器[lllの小片であったが、申請地内に中世追跡が存在していることを示しているものであ

るのか、あるいは洋に周辺から流れ込んだものであるのか、判断は難しかった。しかし、中世土師器片は深度 l

mほどの排水路付近から採梨されていることから、地下の掘削に伴って露呈したものとも考えられる。いずれに

しても、試掘調査によって地下の状況を把握することが必要になった。市教委は9月上旬に事業者（代理人）と

協議を里ね、試掘聞査の諸準備を進めてきた。また、市教委では澗査員がすべて別件の発掘閥査に従事している

こともあり、今回の試掘間杏に残やされる日数はわずか 1日程度となった。試掘隅裔を実施する日時を平成14年

9月18日とし、同年9月17日付け教文第175号で、文化財保詭法（昭,fll25年法律第214号）第58条の2第l項の

規定に拮づき、埋蔵文化財の発掘を新潟県教育委員会教育長に報告した。そして、実際の調杏は予定通り 18日の

実施となった。
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番号 名 称

1 （荒浜沖洵底）

2 荒浜灰申塚追跡

3 流浜小学校裏B辿跡

4 流浜小学校災A追跡

5 沙絆山追跡

6 1月迎梢追跡

7 桜木Ill,I追跡

8 存11llfliJ星跡

， 西tー：野辿跡

時 J!l 立 地
10 岩野追跡

縄文r|1期巾蛤～
台 地

占代 洵 瓜 後薬
縄文前期後半 砂 丘 11 上合殿展敷追跡 I―l 1 | Iト 沖梢地

古代 砂 斤． 12 宕野城跡 1-l-1 ilk 台 地
古代 砂 If. 13 宮ノiiIi追跡 古代 ・中1廿 沖柏地
古代 砂 丘 14 1ヽ・オ見迎跡 中世 白然堤防

縄文晩期
沖積）也

15 東原町遺跡 古代・中世 自然堤防
弥生後期 ・古代 16 +．豚追跡 , 1 1 |l t 白然堤防

古代 砂 丘 }tl-fiiifi関！ ・ih(し
近世 砂 lT・・ 17 角Ill追跡 中lttiii)引 自然址防

縄文後関1初iii 近世前JOl
弥牛後JOl後半 台 地 18 剣円ll）Sド追跡 占瑣・古代 ti然堤防
11111J:・近世 19 撹！！I原追跡 1 | 1 "Ilt 自然JJJI:Ji 

（「柘lih判 i全図」l: 25,000 1970年をもとに作成）

第12図 東原町遺跡と周辺の遺跡分布固
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2 調査の概要

1) 調査の目的と方法

（原図：柏崎市街図其6 1 : 2,500 昭和47年調整）

第13図 東原町遺跡試掘調査対象区域

東原町地区では、これまで遺跡の存在は知られていなかった。試掘ではあるが、今回が初めての発掘調

査例となることもあり、当該事業予定地における追跡の存在を確認することがおもな目的となった。そし

て、遺梢．逍物などが検出された際には、その密度や分布なども探っていくこととした。

具体的な聞査方法としては、 0.45吋パック・ホウを使用した。事業予定地である水田に対して任意の試

掘坑を設定し、発掘していく 。事業予定地である間査対象区域は現在 4枚の水田となっているが、これら

の水田に対して今回は便宜的にA~D区の名称を付した。発掘した試掘坑の名称についても、区名を冠し

て 「A-1試掘坑」などとすることとした。

2) 調査の経過と試掘坑の概要

試掘聞費は、平成14年 9月18日の延 1日間、調杏員は学芸員 を中心とした延3名にて実施した。当日

はII寺々雨との予報であったが、 一時的な降雨以外は比較的好天に恵まれた。なお、調査対象区域である約

5,858.31 m'の事業予定地に対して 6ヵ所の試掘坑を設定し、合計約40.2m'を発掘した。これは、対綬区域

の約0.7％にあたる。
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第14図 東原町遺跡試掘訊査試掘抗配置図
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A-1試掘坑 調査対象区域の南端から約25mの位樅にA-1試掘坑を設定する。幅約 2m、延長約

3.6 m、而栢は約7.2ni• となった 。 A区の標裔は5.1~ 5.2 mである。最初の発掘となるため、薄く表土の耕

作土層から除去していくと、深度40cmほどで青灰色を呈した砂質粘土屠（第 I層）が検出された。当初

はこの陪が当該地点の地山土陪と思われたが、確認のため深掘りを続けていくと次第に土色が暗色化して

いき、 1点のみであるが、土師器小片が出土した。深度130cmほどになると黒色の粘土層（第TIb陪）が

検出された。状況から第Ilb庖は追物包含｝蜀と考えられたので、さらに薄く掘り下げていったが、結果的

に逍物は検出されなかった。第Ilb層を掘りあげると、標高約3.7m付近で地山土層と思われる青灰色粘

土層（第W層）が検出された。第W層の上面を追梢確認面とし、 2都の追梢を確認した。平而の形態から、

1は土坑、 2は溝の可能性がある。すでに試掘坑の深度は約1.5mに達しており、危険防止のため、詳細

な土層観察は省略した。

A-2試掘坑 次に、事業地南隅から約70mの位置にA-2試掘坑を設定し、幅約2.0m、延長約3.2

m、面積約6.4,11'を発掘した。階序は概ねA-1試掘坑で確認された状況に近似している。しかし、逍物

包含陪は1I音灰色（第 11a陪）と黒灰色（第TIb層）の 2陪があり、下層の第Ilb層から土師器小片が数点

出土している。また、地山土層は標高約4.2m付近で上面（遺構確認面）が検出された。追構は 3基あり、

3は土坑、 4・ 5はピットと考えられる。

B-1試掘坑 読いてB区に移る。B区の標高は5.2~5.3mである。事業地北隅から約35111の位置に

B-1試掘坑を設定し、幅約2.0m、延長約3.2111、面梢約6.4111'を発掘した。層序は概ねA-2試掘坑に

近い。地山土陪上面は標腐約4111付近で検出しているが、迫構は確認されていない。遺物包含層も第na 

層 • 第 JI b層がみられたが、逍物は出土しなかった。

B-2試掘坑 事業地北隅から約10Illの位置にB-2試掘坑を設定し、幅約2.0m、延長約3.5111、而

積約7.0111'を発掘した。｝悧序はこれまでと同様で、標高約4.1Ill付近で地山土）脅上面が検出された。逍構・

逍物は検出されていない。

C-1試掘坑 c区の標高は、約5.3~5.4 mである。D区の状況も把握できるよう、試掘坑は東側に設

定した。C-1試掘坑は、事業地北隅から約10Illの位置に、幅約2.0m、延長約3.2m、約6.4面を発掘し

た。陪序の状況はこれまでと同様である。地山土層上面は標翻約4.3Ill付近で検出されている。耕作土層

中から近世陶器の小片が出土した以外、逍構・逍物は確認されていない。

C-2試掘坑 最後に、事業地北隅から約40111の位置にC-2試掘坑を発掘した。輻約2.0111、延長約

3.4 111、面梢約6.8111'を発掘した。土｝脅の状況はやはりこれまでと同様であるが、第Ila}翌の発掘段階にお

いて追構 (6) を検出したため、地11」土思を検出する前に発掘を中止した。6は溝状の遺構である。上端

の輻は1.5m以上である。本試掘坑から逍物は出土していない。

撤収作業 以上で試掘隅査の現場作業を終了とし、器材等を撤収した。各試掘坑の埋め戻 し等は、位置

や土層の記録後にすぐ行っていた。重機が移動する際には、随時轍等をならしながら進み、水田の畦畔な

どもその都度復旧していった。

3) 層序の概要

計 6ヵ所の試掘坑では、逍梢確認而（地111土陪上而）に至るまで、それぞれ 1~1.5 mほどの深度を発

掘しており、地表面以下の1蜀序データを得る ことができた。これらは大きく第 0限～第lV感の 5附に分類

することができるので、この分類にしたがって説明する。
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A-1 A-2 C-2 

2
 

置璽溝状遺構

※図の上方がおおむね北

言土杭・ピット

第15図 東原町遺防試掘調査遺構確認模式図
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第16因 東原町遺跡試掘調査基本層序柱状模式図 (S= 1 : 20) 

間＼＼『苓筐ー］
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゜
(1:3) 15cm 

1 ・ 2: A-2試掘杭

3・表面採集

3
 

こ
〗

第17図 東原町遺跡試掘調査出土遺物
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第 0暦は、現況をなす水田に関わる1界で、実際の耕作土陪は第 0a靡とした。第 0b}昴は灰褐色～暗

（青）灰色の粘土阿であるが、木炭粒が混じり、床土などと考えられる。

第l層は、概ね青灰色を呈する粘土陪である。若干の色調の違いであるが、明色の第 Ia層とややll音色

の第 Ib陪に細分できる。第 Ia ・ b層は粘性があるが、締まりはあまりない。また、第Ia ・ b陪の下

層には、青灰色砂質粘土陪（第 ICI呂）がみられた。第 II蜀は全試掘坑で確認されており、彫厚も 40~

50cmほどある。ただし、 A-1試掘坑では、第 I陪の厖さは約80cmにも及び、酸化して橙色を呈してい

る部分もあった。第 I陪は、追跡が埋没して水田が作られるまでの環境を表しており 、鯖石川下流域左岸

に広がる後背湿地の一部であったと考えられる。今回の資料のみでは形成された時期を特定することはで

きないが、逍物の空白期である中世後期～近世前期が該当するのかもしれない。

第II階は、全体的に黒に近い色調を呈する粘土庖で、すべての試掘坑で確認された。色聞の違いから、

上層の暗（青）灰色粘土陪（第IIa I習）、下層の黒灰色粘土陪（第Ilb阿）に分類できる。第IIa陪から

の出土追物は確認できなかったが、第Ilb I料からはA-2試掘坑で古代の土師器片が出土している。この

ことから、第Ilb形は古代の追物包含屈の可能性がある。第na層も逍物包含恩と思われるが、時期を明

らかにすることはできなかった。しかし、表而採集追物には中世前期の土器片が含まれていることから、

第I]a}務は中世前期の逍物包含層である可能性があろう 。

第m陪は暗青灰色粘土階、第W層は青灰色粘土層である。第IV形は粘性が強い明色の粘土陪で、当該地

の地山土層と思われる。そして、第m層は漸移的な屈で、調査対象区域の北側であるB-2. C-1試掘

坑で確認された。今回の調査では、第W層上面を逍構確認面とした。各試掘坑における第IV)翌上面の椋高

を比較すると、北東から南西方向への緩傾斜地であったことがわかる。C-1・ A-1試掘坑間（約11m)

では、約0.6m （約5.5%）の轟低差となる。

4) 出土遺物

試掘坑の発掘からは10点、事前の表面採梨からは 7点、合計17点の逍物が得られている。遺物が出土

した試掘坑はA-1・ A-2 ・ C-1に限られるほか、いずれも小片である。逍物の所屈時期は、古代・

中世（前期） ・近世である。時期別の点数は、古代10点、中世 1点、近世6点となった。古代の追物は

おもに造物包含層と思われる第IIb陪から、近世の追物は第0層や表面採集から得られている。ここでは、

図版l3-c. dに掲載した 14点（うち 3点の実測図を第17位1に掲載）について、出土地点別に概要を述

べておきたい。

A-1試掘坑（ a) 第I野から土師描片の aが 1点出土したのみである。破片の大きさは 2cmほどで

あり、器種の特定はできなかった。破片は若干摩滅しており、出土状況からも他地点からの流れ込みと思

われる。なお、本試掘坑からは逍物包含陪とした第II陪から追物の出土はなかった。

A-2試掘坑 (1・2・b-cl) 第 [Ib層から 8点廿'1-1こしている。すべて土師器片であり、図版

13-C • clには細片を除く 5点のみを掲載した。

1 ・ 2 ・ bは煮炊具である長糊の破片と考えられる。 1は、外面に縦方向の平行線文タタキLI、内面に

横方向の平行線文当て具痕がみられる。焼成は良好で、にぶい橙色を呈し、 ll合土には白色粒・褐色粒など

がやや多く ilせじる。外而には簿い煤の付晋が観察される。 2は、外而に斜方向の平行線文タタキ目がある

が、内而の当て具痕には文様がみられず、 手の一部や礫などを当てていた可能性があろう。部位は1底部付

近と思われる。焼成は良好で、にぶい橙色、胎土は 1に類似する。bは、 一端に屈111,部が認められるので、
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端部が欠損した口縁部あるいは頚部～111~1部付近の破片と思われる 。 C. dは、小片であることから器種の

特定は難しいが、長甕もしくは小盟の破片と思われる。

C-1試掘坑 (e) 第 0層から肥前陶滞小片の eが 1点出土している。器種は小皿であろうか。

表面採集 (3・ f - i) 事前の現地確認において、調査対象区域とその周辺から、土師器 l点 (f)、

中世土匝Ii器 l点 (g)、陶器3点 (h-i)、磁器2点 (k・ 3)が採躾された。陶磁器片は水田の畦畔な

どに散見されるが、すでに触れたように中世土師器片は排水路付近から採媒されている。

fは、小片のため、器種の特定は難しいが、古代の所産と考えられる土師器である。

gは、手づくね成形によるilllの小片である。在地で生産された製品で、中世前期の所産と思われる［品

田1997]。A地区と B・C・D地区とを画する深度 1mほどの水路付近から発見されている。

陶器のうち、 h ・ iは肥前陶器のlIILの破片である。 hは、口縁部外面にも及んでいるが、内面に銅緑釉

の施されたllllの破片である。製作時期は17世紀後半頃であろう［盛2000]。 jは、碗の小片であるが、肥

前産とはやや胎土が異なる。

磁器は2点とも）l四前系に産地を求められる。 Kは、碗の口縁部片である。内面の二童圏線などから 、18

世紀前後の所産と思われる 。 3 は、胎土の色調や底部が胴部よりも）I~厚する器形から、波佐見産の碗と考

えられる。胴部外面には二重格子文が施されている。また、内面の見込みには斜格子文があり、 II阿部～底

部移行付近には圏線がめぐる。そして圏線と斜格子文の間では蛇の目釉剥ぎがなされている。口縁部は欠

損しているものの、端反碗と考えられよう。以上のことから、波佐見の時期区分によるV-4期 (1820-

1860年代）の様相に近いと思われる［中野2000]。 しかし、端反碗は明治期に至っても生産は続けられて

おり［中野2000]、3は外面の格子文の縦線が底部まで至っていないことなどから、文様の形態に若干の

崩れている点を考應すると 19世紀後半に生産された可能性もある。 したがって、ここではおおまかに 19

世紀の所産と考えておきたい。

3 調査のまとめ

今回の試掘潤査によって追構 ・逍物が検出されたため、 当該地点に遺跡の存在を確認する ことができた。

鯖石川下流域左岸の自然堤防上に立地した逍跡と考えられる。追跡の名称としては、すでに記述している

ように、地籍名から 「東原町逍跡」とすることとしたい。追枯は、 A-1・ A-2 ・ C-2の 3ヵ所の試

掘坑から土坑・ピット・溝などと考えられる追構が検出されており、 A区—•帯と B·C·D区南側に追梢

の広がりを想定することができる。また、すべての試掘坑からは、追物包含階の可能性がある黒灰色土層

（第 Il層）が確認されている。 しかし、逍物の出土屈はきわめて稀薄である。本遺跡は、 冒頭で述べたよ

うな自然堤防を利用して営まれていたものであるとすると、当該地よりも東側に追跡の中心があり、 B~

D区は遺跡の中心部からはやや離れた地点であることが想定される。これらのことについては、今後の調

査により検証していくこととしたい叫

註） 平成14年 9!l 261:I付け教文第776号で新潟県教n委員会教育長から、 1Ii]年791 ] IIに実施された11lill8号線柏的パイパ

ス（東椋IIIT～茨 11) 建設工、’liに係る分イIi]灯袢冬―i'(J)迎知がなされた。 県教委の分イfi'/J.~'l'l:結果によれぱ、当該地付近からは

やはり古代 ・中IIt・近IItの追物が採集されているので、 今l!!I実施したiIi教委の試掘閥行粘米と藉l節はないと考えられる。

県教委でも確認，i，lttが必嬰となり、『］年］1-12月に実施されているが、これらの閥行結果をも参考にしながら、東l原IIIT

追跡の内容を把保していくことが必嬰であろう
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V 吉井水上遺跡群
ー主要地方道鯨波宮川線拡幅工事に係る確認調査一

1 調査に至る経緯

吉井水上I.JI追跡は、新潟県柏崎市大字吉井地内を中心とする、柏崎平野東部の中通地区に所在する。

中通地区は、柏崎市街地から東へ約 8kmの距離にある。昭和40年代後半における北陸自動車道の法線決

定を契機として、当該地区の多くの遺跡が新潟県教育委員会（以下「県教委」という。）に把握され、周

知化された。現在では20ヵ所近い追跡が知られており、これらを総称して吉井追跡群と呼んでいる。逍

跡群の主体は、弥生時代や古墳時代及び古代、中世であるが、国指定史跡・下谷地追跡（弥生中期）や、

市内では唯一の前方後円壻である吉井行塚古墳群（古墳前期～中期）等、特に弥生時代から古墳時代にか

けては、著名な逍跡がみられる。

当該地区では、昭和50年代に県営土地改良総合整備事業が計画された。これに伴って、昭和56(1981) 

年～昭和59(1984)年に吉井追跡群第 1期発掘調査が、昭和60(1985)年～平成元 (1989)年には、吉

井追跡群第I1期発掘調査が実施されている［柏崎市教委1985・ 1990]。その結果、弥生時代中期から古培

時代後期にかけて、各追跡相互が補完的な関係を保ちながら、断続的に本遺跡群が営まれていたことが杷

握された。また、古代及び中世においても、同様の傾向が認められ、 8世紀中菓から 16世紀にかけての

動態の一端が、 把握されるに至っている。

平成11(1999)年には、今回の確認聞査原因となった主嬰地方道鯨波宮川線拡幅工事が計画された。県

道73号線を幅員約12mに拡輻するもので、平成11年度に県教委が行った県機関土木工事等状況調査によ

って、文化財保設部局に把握された。この結果を受け、平成11年 3月19日付け教文第84号で、柏崎市教

育委員会（以下「市教委」という。）は、事業主体者の新潟県柏崎土木事務所（以下「柏崎土木」という。）

へ、当該地に所在する埋蔵文化財の取扱いについて、協議を行う必要がある旨通知した。土木工事等は道

路路線の南側から施工していく計画であったため、随時取扱い等についての協議を行い、平成12年 6月

13日付け柏土第88号で、柏崎土木から吉井百塚についての文化財保護法（以下 「法」という。）第57条の

3第 1項の規定による埋蔵文化財発掘の通知が提出された。しかし、土木工事等の施工範囲内には、吉井

百塚の延長が認められないことから、平成12年 7月3日付け教文第358号で、県教委から埋蔵文化財に影

靭が生じないよう、＇「真重に工事を実施するよう通知がなされた 。

その後、平成14年 5月27日付け柏土第83号で、吉井水」こ1追跡に対する法第57条の 3第 1項の規定に

よる埋蔵文化財発掘の通知が、同日付け柏土第84号で、吉井水上Il遺跡に対する同様の通知が提出され

た。市教委は、これを平成14年 7月18日付け教文第87号の 2及び教文第88号の 2で県教委へ進逹した。

これに対し、県教委からは、平成14年 8月12日付け教文第539号及び教文第540号で、当該遺跡の確認調

査を実施して範囲等を把握し、逍跡の取扱いについて協議するよう通知がなされた。

その後、市教委と柏崎土木で、確認調査の実施時期や方法等についての協謡を重ね、平成14年 11月12

日から確認調査を実施する計画で準備を進めていった。また、吉井水上I追跡と吉井水上II逍跡に対して、

同時に確認調査を行うこととし、平成14年11月11日付け事務辿絡で、県教委へ両遺跡の埋蔵文化財確認

調査についての辿絡を提出した。なお、本内では両逍跡を 「吉井水上辿跡群」と総称して報告する。
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2 調査の概要

1) 調査の方法

今回の確認調査対象地は、柏崎平野東部の沖積地であり、厚い粘土阿に裂われた湿地性の水田地帯が広

がっている。また、拡幅工事の対象となる県道の両側には、媒落が形成されている。土木工事等の施工範

囲の用地買収は、一部を除いて完了し、住宅の立退き等も終了していた。 しかし、実際には現道から住宅

の車廊等までの乗り入れ口等があるため、確認調査によって掘削可能な地点は、かなり制約されていた。

そのため、現況が水田や畑地となっている地点を中心に、試掘坑を設定し、バック ・ホウによって発掘を

行っていくことと した。

2) 調査の経過と試掘坑の概要

確認調資は平成14年 11月12日～13日の 2日間で実施し、調査担当及び調査員の計4名で調査を行った。

今回の確認調査対象面梢は、約1,701.5面である。合計で 7ヵ所の試掘坑を設定し、約62.5111'の発掘を行

った。これは確認調査対象地の約3.7％に相当する面栢である。

T P-1試掘坑 確認調査対象地の南端、現道の西側に設定した。現況が水田の地点である。今回の確

認調査において、最初に発掘を行った試掘坑であるため、阿序の堆梢状況等を把握しながら、バック ・ホ

ウによって徐々に掘削を進めていった。

現在の水田而から約35cmの深度まで、現表土（第 Ia層）が堆栢しており 、その下に至って淡青灰色

粘質土（第JIa層）を検出した。更にその下には青灰色粘質土（第IIa層）が堆梢 しており、深度約1.3

mで追物包含層に相当すると考えられる暗灰色粘質土（第m陪）が検出された。この面において、慎重に

掘削を進めたところ、古代の製塩土器と思われる土器片 1点が出土した。また、本形の下には、逍梢確認

而に相当する明青灰色粘質土（第W陪）の堆精が認められたため、精査を行ったが、追構等の落ち込みは

検出されなかった。

TP-2試掘坑 TP-1試掘坑の北側約80m、現道東側の位置に設定した。現況が水田の地点であ

る。TP-1試掘坑とほぼ同様の土層状況であったが、各熟の堆梢が厄く 、約1.6mの深度から遺物包含

屈（第lll層）が検出された。本陪の堆梢も岸く 、深度約1.9mまで発掘を行ったが、土感の変化は認めら

れなかった。この深度まで至ると、試掘坑壁の崩落が激しくなり 、これ以上の掘削は危険であると判断さ

れたため、本試掘坑の発掘を中止した。そのため、逍梢や追物等を検出することはできなかった。しかし、

逍物包含層（第皿陪）の堆粕が顕著であること等、土層の堆梢状況等から、本地点も追跡範囲内に相当す

る可能性が高いと考えられる結果となった。

TP-3試掘坑 TP-2試掘坑の北側約40m、現道東側の宅地跡（現況は更地）に設定した。現表

土（第I陪）である盛土が非常に）厚く堆積しており 、深度約1mに至って、自然堆梢土の淡青灰色粘質土

附（第Ila層）が検出された。また、約1.8mの深度において、逍物包含阿（第 m)愕）を確認した。追物

等の出土は認められなかったが、包含層は比較的犀く、良好な逍存状態であった。遺樅確認而に相当する

明者灰色粘質土（第1VI名）まで掘削し、追梢の確認を試みたが、荒天による雨水やi勇水等が著しく 、遺構

の検出はもちろん、土／団の把握も1困難な状況となった。そのため、試掘坑の底而において、迫梢等を明li,(t

に把握することはできなかった。しかし、掘削段階での所兄では、幾つかの落ち込み婢は認められ、本試
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掘坑の地点において、追構等が分布する可能性は高いと考えられた。

なお、気象条件等の習しい悪化により、試掘坑内の状況を杷握することが困難となってきたため、以降

や逍物箸を明瞭に検出することができなくなった。そのため、 TP-3試掘坑～TP-5試掘坑では、発

掘深度を深く設定し、土帰の堆積状況筍から遺跡範囲を推定する方法をとることとなり 、追構確認而（第

即将）以下までの掘削を行った。

TP-4試掘坑 TP-3試掘坑の北倶ll約80m、現道東側の位岡に設定 した。現況が畑地の地点であ

る。現表土（第 II愚）である盛土の直下、深度約75cmにおいて、逍物包含屈（第m層）を確認した。

荒天による雨水や湧水等の影野で、調査を行っていくための条件が次第に應化していき、迎物等の出土

状況を把握することができなかった。追構確認においても、気級条件等の影帯が著しく、逍梢等の落ち込

みを明確に把据することは困難であった。しかし、掘削段階での所見では、幾つかの落ち込み等は認めら

れ、逍物包含阿も比較的良好な追存状態であることから、本地点も逍跡範囲内に相当する可能性が高いと

考えられた。

TP-5試掘坑 TP-4試掘坑の北側約50m、現道東側の位樅に設定した。現況は宅地跡 （更地）

である。TP-4試掘坑と同様に、現表土である盛土の直下に、遺物包含野に相当する暗灰色粘質土（第

Ill／料）を検出 した。深度は約95cmである。追構確認而に相当する明青灰色粘質土（第lV層）は、深度約

1.7 mで検出された。TP-3試掘坑及びTP-4試掘坑の発掘時と同様に、荒天による影響で、追物等

の出土状況や追柚等の落ち込みを明確に杷握することができなかった。しかし、追物包含層の逍存状態は

比較的良好で、掘削段階での所見では、幾つかの落ち込み等も認められた。そのため、本試掘坑の地点に

も、追跡範囲が及んでいる可能性が高いと考えられた。

TP-6試掘坑 TP-5試掘坑の北側約70m、現道凍側の位置に設定した。現況は畑地である。本

試掘坑及びTP-7試掘坑の発掘は、確認調杏の第 2日目に実施した。現表土には褐色砂（第 Ib層）が

盛土されており、掘削した矢先から、試掘坑内に周囲の砂が流れ込む危険な状態となった。追構や追物等

の検出はもちろん、土胸の把握も困難となったため、重機による手探り的な掘削方法により、発掘を追め

ていった。そのため、追物等の出土状況や追椛節の落ち込みを明確に把握する ことができなかった。また、

-l:..Iriの堆柏状況についても、手探り的な掘削中において、見極め ざるを得なかったが、深度約1.2m前後

に追物包含！界（第lllI舒）が、深度約1.4m前後に追構確認而（第1v1mが確認された。しかし、追樅確認

而に色讃はやや簿く、他の試掘坑とは若干様相が異なっていた。

また、掘削段階での所見では、逍構確認而においても、沿ち込み等は認められなかった。このような状

況から、本試掘坑の地点には、追梢や逍物等が分布している可能性は低く、部分的に遺跡の縁辺が及ぶ程

度の状況と判断された。

TP-7試掘坑 TP-4試掘坑と TP-5試掘坑の中間地点に設定した。現況は畑地である。確認聞

査第 1R|」の荒天がやや収まり、試掘坑内の追構や追物の把握が、若干行いやすい状況となったため、本

地点における追跡分布を再確認するために、発掘を実施した試掘坑である。

現表土の1培褐色土（第 Ia/昴）が、深度約75cmまで堆粕していた。その直下には、追物包含愚に相当

する11音灰色粘質t（第川／刊）が認められ、追物の出土は確認できなかったものの、比較的良好な遺存状態

を星していた。逍樅確認而に相当する明青灰色粘質土（第lVI翌）は、深度約 1rnから検出された。降水は

収まっていたものの、 Ilii|3の流天によって湧水が著しく、追枯確認面の精査が行えない状況であったが、

追構と思われる落ち込みが数袖認められた。そのため、本試掘坑の地点及びその周辺が、追跡範囲内に含

-33-



まれていると判断された。

なお、今回の確認調査における試掘坑全般を通して、追棉や追物等がやや稀薄な状況がみられたため、

これらが密集している可能性は低いと判断された。

3) 基本層序

今回の確認調査における基本陪序は、各試掘坑ごとに若干の相違があったものの、概ね共通した様相が

認められた。

第1府は、現表土に相当する盛土である。地点による若干の差異が認められるものの、概ね第Ia層～

第Ib層に細分される。第 Ia層は暗褐色土層、第 Ib形は褐色砂陪である。第 Ia陪は、 TP-1試掘

坑～TP-5試掘坑及びTP-7試掘坑で確認された。また、第 Ib層はTP-6試掘坑で認められ、両

層が同一の試掘坑から検出されることはなかった。

第II陪は自然堆梢の粘質土で、第rra陪～第JIb階に細分される。第na層は淡青灰色粘質土層、第n
b暦は青灰色粘質土｝爵である。TP-1試掘坑～TP-3試掘坑、 TP-6試掘坑で確認された。これら

の試掘坑では、第IIa陪及び第IIb陪がともに堆梢していたが、 TP-4試掘坑、 TP-5試掘坑及びT

P-7試掘坑ではみられなかった。

第III層は暗灰色粘質土府で、逍物包含陪に相当すると考えられる。実際に本層から出土した追物等は、

TP-1試掘坑からの土器片 1点のみであり、逍物密痩は比較的薄いと判断される。しかし、他の試掘坑

においても、近似した堆積状況が認められ、荒天等の影靱で追物を検出できなかったものの、同様の密度

で逍物等が包含されている可能性が高い。但し、 TP-6については、土層の色調等、本層の様相が若干

異なっていた。近似した土層と判断して、同一熟に分類したが、逍物等が包含されている可能性は低いと

考えられる。

第IV層は明青灰色粘質土陪で、追柚確認面に相当すると考えられる。荒天等の影蒋により、本愚での粕

査が行えなかったため、明確に辿梢を把握することはできなかった。しかし、掘削を行っていった過程で

は、落ち込み等が数碁認められ、逍構の分布が及んでいると判断される結果となった。但し、 TP-6に

ついては第皿陪と同様で、若干異なる様相を呈しており、追梢等が分布する可能性は低いと考えられる。

第V陪は青灰色粘質土層である。逍構確認面の下層に相当し、 TP-3、TP-4及びTP-5におい

て、本層以下にまで掘削を行った。

第VI}料は1l音灰色粘質土陪である。TP-4及びTP-5で、本層までの掘削を行った。第[I層よりも暗

色で、 当初は逍跡包蔵面が 2面あり、本層がその遣物包含思に相当する可能性が考えられた。しかし、逍

物等は検出されず、遺跡包蔵而は第1Il陪～第W階に係る 1面だけであると判断された。

3 出土遺物

今回の確認調査において検出された追物は、表面採梨されたものをあわせても 3点のみであった。

T P-1試掘坑 逍物包含陥に相当すると考えられる第m層から出土した。 1は輪積痕が顕著に認めら

れ、古代に比定可能な製塩土器の可能性が考えられる。色聞はにぶい黄橙色を呈し、全体的に麻滅が著し

く認められる。

表面採集 今回の確認間森中において、聞費対象地の周辺から 2点の辿物が表面採梨された。いずれも
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古代に比定可能な須恵器で、甕類の胴部片と考えられる。2は灰白色を呈し、外而には平行線文の叩き目、

内面には同心円文の当て具痕が認められる。3は灰色を呈し、外面には格子文の叩き目がみられるが、内

面は摩滅が著しく、 叩き目笥は不明である。

＇ 3 第20図 吉井水上遺跡群確認調査出士遺物

4 調査のまとめ

゜
(1 :3) 

ー2 

15cm 

今回の確認調査では、合計で 7ヵ所の試掘坑を設定し、発掘を行った。聞査の日程中は、荒天のために

逍構や逍物等の把握をすることが困難な状況であり、土層の堆粕や掘削 しながらの観察等によって、逍跡

範囲等を判1£斤せざるを得なかった。また、過去に実施された吉井遺跡群の聞査結果等とも照合し、TP-

6試掘坑周辺を除くほぼ全域に、迫跡の範囲が及ぶと考えられる結果となった。

辿構等の落ち込みを明確に把握することはできなかったが、 出土した辿物からは、古代を主体とする追

跡が分布していると想定される。しかし、過去の調査で検出された古培時代や中世の痕跡については、今

回の確認調査では認められなかった。そのため、TP-3、TP-4及びTP-5において、第V陪以下

までの掘削を行い、古代以前の包蔵而が存在する可能性を見極めたが、結局包蔵面については、古代が主

休と考えられる 1而のみであった。おそらく 、同一而において、複数の時期が混在する複合追跡というの

が、吉井水上I追跡及び吉井水」:.Il追跡の実態であろう 。

また、追跡範圃についても、今回の確認調査の結果は、過去の潤査によって把握されていた範囲と概ね

一致している。そのため、荒天という悪条件の中での調査であったにもかかわらず、今回の確認潤査は、

ある程度の1消度を保っていたといえよう 。 現道の拡111罰部分のみを対象とした閲l~であったため、束西方向

への辿跡の広がり把握できなかったが、南北方向については、概ね200mの範囲に分布していることが確

認できたのである。

今回の確認隈査対象区域の東側を中心に分布するのが吉井水 l:·. 1 追跡であり 、 西側を中心とする吉1|•水

上1I逍跡と区分されているが、両追跡のJ党界とされる付近については、様々な制約による試掘坑を設定す

ることができなかった。 しかし、少なくとも南北方向については、七層の堆梢状況筈の断絶はみられず、

両追跡を区分し難い様相が認められた。実際の造構や逍物の分布状況等を含め、今後の更なる品I壺に関lす

るところが大きい。
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w 上原遺 跡
一鯖石川改修工事ならびに上豚ーの橋架替えに係る市道新設工事に伴う確認副査一

1 調査に至る経緯

土原追跡は柏崎市街地から北西方向に約4km、鯖石川と別山川のほぼ合流点に位樅する。鯖石川は蛇行

しながら北上し、 西中通地区において支流の別山川と合流する。ここからは進路を北に変え、大きく 何度

も蛇行しながら日本海へと注いでいる。この両河川はかつて合流点付近において小刻みに蛇行していたこ

とが今尚残る旧河川の痕跡からもうかがい知ることができる。迫跡は合流点の南側、鯖石川の蛇行部左岸

側に形成された自然堤防上に立地するものと想定されており、周辺の標齢は約6.5~7 mとなる。

西中通地区の沖梢地には、古代～中世の追跡が多く分布することがこれまでの調査等により確認されて

いる。鯖石川右岸では、上原逍跡の西北西に角田遺跡（古培～近世）が存在し、南東には錬下川原逍跡

（占墳～古代）がやや離れた場所に存在する。左岸では、南東に境川原逍跡（中世）が存在する。また、

別山側右岸には宮之浦追跡（古代）が周知化されている。これらは何れも河川に形成された自然堤防上に

立地するものであるが、個々の追跡範囲や性格まで把握された逍跡は極めて少ない。角田遺跡については

一部において本発掘調査が実施されており、古墳時代から近世まで断綺的に営まれた猿落跡であったこと

が明らかとなっている。当辿跡においては、 II召禾rl58年に実施された新潟県教育委員会による分布調査で

新発見されたもので、珠洲焼の疵が現地で表面採梨されているにとどまり 、範囲も地形を碁に推定された

ものである。

近年、 2級河川鯖石川の上流部は新潟県柏崎土木事務所による大規膜な河川改修が実施されており 、別

叫 IIとの合流点付近についても工事計画が具体化している状況にある。当該地周辺では河川改修関連工事

に伴い、平成13年に角田追跡の隣接地となる鮒石川と別山川とに挟まれた部分とその北側について確認

聞育を実施した。当時の用地買収の状況や工事の工程から、栢梁の橋脚礎部分を含めた鯖石川以北の道路

建設予定区域を限定的に謂査の対象とした。結果としては、逍跡の存在はみられず対象区が概ね旧河道跡

であることが確認されている。その後、今年度に入り用地買収が迎みt事の計画も本格化する 中で、鮪石

JII左岸側となる残りの橋台建設部分と市道建設部分が、 L原追跡の隣接地となるため次の確認調査対象区

に挙げられることとなった。市道新設部分については柏崎市単独事業となるため、柏崎市都市整備課から

平成14年1OH3日都第155号により、文化財保股法57条の 3に枯づく通知が提出された。柏崎市教脊委

員会は要確認祁l査の怠見を添え、教文第192の2で県教委に進逹した。そして、県教委より同年10J二I15 

日付け教文第824号において、確認閤杏を実施するよう通知を受けた。その後、事業主体者側との協議を

重ね閥査の準備を迎めていき、 同年11月15Fl確認濶杏の実施を事業術（橋台・ i|1逍建設）に事務連絡し、

その翌日閲査に臨んだ。

2調査の概要

1) 調査の方法と調査面積

閤査の原囚となる事業は先に述べた通り、鮎石川河川改修に係る橋槃架替工事およびぷ兜梁架咎えに伴う
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市道新設工事である。事業用地が河川改修に係る県土木施工部分と、市道建設に係る市施工部分の 2箇所

となるため、調査では便宜的にそれぞれを、 A地点• B地点とした。調査区A地点は未買収の用地が部分

的に残り、墓地には墓石が現存することなどから発掘可能な部分は極めて限られる状況にあった。一方、

B地点については用地買収か完了していることから、ひとまず市道用地の全てを調査の対象とした。ただ

し、延長が250m以上にもおよぶため、逍跡の推定範囲から距離を隔てる南側部分については、逍跡の広

がりが不明確な場合のみ発掘することとした。また、 B地点は現況が田畑であるが、事業用地は幅が狭く

複雑な曲線を描くもので、 トレンチの設定や重機の移動の際は法線の幅杭等を基に逐次位置確認するなど

の注意を払う必要があった。さらに、用地隣接地については来年以降も耕作予定であるため、重機の移動

した畔や水路はできるだけ丁寧に復旧するよう努めた。

調査用トレンチについては用地内における任意の位樅に設定し、パック・ホウ (0.25対）で徐々に発掘

していった。調査当日は学芸員 2名を含む調査員計 4名で臨んだ。 トレンチ発掘後は調査員が土阿や位罹

を写真や図面に逐次記録していった。調査対象面栢は両地点合わせて約5,400m'であり 、実際に発掘した

而梢は約52111'となった。よって対象面梢の約1.0％を発掘した計鍔となる。

2) 調査の経過とトレンチの概要

当日の朝方は暴空であったが、調査を開始したころから次第に天候が崩れていった。現場到着後、まず

事業担当者や施工担当者・重機オペレーターらと打合わせを行なった。その後、直ちにA地点の隅査から

開始した。当初発掘可能とみなした部分が地権者の都合で急きょ発掘不可能となり、 トレンチの設定位置

も若干変更することとなった。A地点で発掘したトレンチはかなりの深度となったため、埋め戻しには長

時間を要した。さらに、 B地点への重機の移動はA地点方面から帷接進人することが不可能であり、乗り

入れ口まで500m程トレーラーで移動する必要があ った。このため、 B地点の調査は午後になってようや

く開始することができた。午後からは激しい風雨となり大荒れの天気となったが、一日続行すれば調査が

終わる見込みとなったので調査員一同暴風に耐え調査を強行した。発掘作業は 1日終了したものの、 トレ

ンチの埋め戻しと重機移動経路の復旧作業は後日にもおよんだ。

発掘したトレンチの名称はA地点、 B地点毎に番号を付し、それぞれO-l、0-2・・・1、レンチとした。

結果的にA地点では 1箇所、 B地点では3箇所にトレンチ設定し、計4つのトレンチを発掘した。

A-1トレンチ A地点で発掘した唯一のトレンチである。周囲は用地買収以前までは小規模な杉林で

あり、現況でも切り株が所々に点在していた。このため、株の間を縫うように設定せざるを得えず、結果

的に中心部に 1箇所のみ設定することが可能であった。周囲は調査後に早い段階で盛土され堤防となる部

分であり、逍跡が検出されない場合はできる限り深くまで掘削し古環境の観察に努めることとした。掘削

を開始すると、表土の下には盛土が｝厚く lit梢しており、上位に暗褐色砂が下位に明黄褐色粘質土が確認さ

れた。何れも締まりに乏しく、掘削中に崩落を繰り返す状況が続いた。深度約140cm以下からようやく自

然堆梢陪となる1哨灰色粘土が検出された。微細な腐植物を含む層であり、さらに 1m以上掘削したがとく

に変化は見られなかった。流木や腐植物の存在から河川跡もしくはJI!辺に相当する部分であったと推定さ

れる。また、 トレンチ底而では南西から北東にかけて次第に土層が傾斜していく様子が掘削中に観察でき

た。この傾斜は旧河川の底部へと向かう 局地的な地形変化を示す可能性が高く、 II召れ11972年の地図に残

る1日河川跡へ向かう方向にも概ね一致する。よって、 A地点は旧河川もしくは氾濫原であったと断定でき

るものである。
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第22図 上原遺跡推定範囲と確認調査区
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第23図 上原遺跡確認調査トレンチ配爵図 1 (A地点）
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第24図 上原遺跡確認調査トレンチ配置図2 (B地点北側）
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第25図 上原遺跡確認調査トレンチ配置図3 (B地点南側）
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B-1 トレンチ B地点の北側に設樅した 1、レンチである。A-1トレンチの南東、約80mに位樅す

る。標高はA地点よりもやや高く 、現況は畑地であった。表土を掘削すると、深度約60cmで粘性締まり

の強い黄褐色粘質土が検出された。自然堤防上に広がる当該地の地山陪と判断されるものである。 1、レン

チの一部に深掘りを行ったが、さらなる土陪の変化はみられなかった。酸化した土殴の状況から、河川か

らやや距離を隔てた自然堤防に相当すると位置と考えられるが、辿構・追梢は確認できなかった。地山の

上には比較的新しいと思われる旧表土と盛土が互層をなしており、本来標高の低い部分を盛土・整地して

近年畑地としたことがうかがわれた。

B-2トレンチ B-1 I、レンチの南東、約50mの位樅に設定した。現況は水田を畑地に転用してし

た土地であった。深度約30cm、耕作土のほぼ直下で当地点の地山粕ととらえられる黄灰色粘質土が検出

された。B-1トレンチよりも淡い色調を呈 し、検出された標高も高かったため更に本陪を掘削したがと

くに変化はみられなかった。また、地形的に旧河川の名残がみられる部分であるが、河川の跡を直接示す

土陥は確認できず、旧河川に近接した自然堤防に相当するものと判断される。

B-3トレンチ B-2 I、レンチの南東、約60mの位樅に設定し、 30cm程度標高が高い水田に相当す

る。上原逍跡の推定地からは東に200m程離れた部分となる。B-2I、レンチとほぼ同様の堆積状況であ

り、耕作士の下深度約20cmで黄灰色粘質土となる地山陪が検出された。1日河川から距離を隔てる地点と

判断されるが、逍跡の痕跡はみられなかった。ここより南側は遺跡推定地からさらに距離を隔てる位置と

なり、新規の遺跡が発見される可能性も低いため、これ以上の調査は不必要と判断されるに至った。

〈A地点〉

B-3トレンチ

二第 1屈黒褐色土

6.0m -

B-1トレンチ B-2トレンチ
ー 第1屈暗褐色砂

A-1トレンチ

声第Ill層明黄褐色粘質砂

5.0m -
ー第IV層暗灰色粘土

〈B地点〉

〈B地点〉 筐第 1恩暗灰色～暗灰褐色土

4.0m -
匿雪第II層暗茶褐色土

11111第Ill層茶褐色土

〈A地点〉
にコ第IV層暗茶褐色土

3.0m - 匡 第V層暗黄灰色～明茶褐色粘質土

冒璽 第VI層黄灰色～黄褐色粘質土

第26因 上原遠踪確認調査基本層序柱状模式図 (S= 1 : 40) 
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3) 基本層序

調査で確認された土層は大きく 10附に分類された。A地点と B地点は異なる現況を示し、地下の堆梢状

況も大きく異なることなるため、それぞれ地点毎に基本層序を記すこととした。

A 地 点 第I野は黒褐色を呈する現表土である。腐植した雑木片を多く含む腐菓土であり、小規模な

杉林となる A-1トレンチ周辺にのみ広がるものである。第n陪は1I音褐色砂である。整地のために搬入さ

れた砂と判断される。締まりに乏しいため、掘削中幾度も崩落をみせた。第m層は明黄褐色粘質土である。

締まりに乏しく、第II層と同様に盛士であると判断された。第1V尼は1:l音灰色粘土である。腐植物を多く含

み、 粘性 ・締まりのある土層であり、旧河川に係る磨と判断される。この府は北東に向かって徐々に低く

i頃斜していることが掘削中に確認された。これ以下の陪は確認できなかった。

B地 点 第I}男は現耕作土であり、土質の違いから 2つに分類した。第Ia附は暗灰褐色土であり 、

畑地である B- l• B - 21、レンチでみられた。 第 I b府は暗灰色粘質土で、 B-3トレンチでみられた

水田の耕作土である。第II陪～第1V}名はB-1I、レンチでのみ確認された土層である。第n陪は暗茶褐色

土であり、炭化物を含み粘性・締まりは乏しい。比較的新しい旧表土もしくは1日耕作土と考えられる。第

lil陪は茶褐色土であり 、締まりに乏しく盛土の可能性が高いと考えられる。第IV/務は暗茶褐色土である。

-1:：質は第II層に類似し、 旧表土に相当するものと考えられる。粘性・締まりに乏しく炭化物が少屈含まれ

る。第V}罰はll音黄灰色～lり］茶褐色を呈する粘質土であり 、土質からこの下層にみられる地山の漸移層とし

てとらえられる。第W層は黄灰色～黄褐色粘質土であり、 B地点における地山と考えられる土層である。

本阿をB地点における遺構確認面とみなしたが逍構は検出されなかった。

3調査のまとめ

今回の確認調査では上原逍跡の隣接地となる事業地を発掘したが、追跡の広がりはみられなかった。粛l

査区の地下の状況としては、 A地点は旧鯖石川の河川跡もしくは氾濫脱部分に相当し、過去の河川改修工

事等に伴い、かなりの盛土 ．整地が為された部分であることが確認された。B地点については発掘した 3

つの トレンチでは河川に係る土陪を直接検出できなかったものの、旧河川と近接した部分であり生活を営

むことが困難な立地であったと考えられる。ll召禾[147年の地図や明治44年の土地更正図においても、事業

地付近には河川がU字状に蛇行していた痕跡が明確にみられる。蛇行部が存在した時代、流路輻や細かい

位悩については明確でないが、聞杏区の一部は旧河川もしくは氾濫豚であったことが証明された。河川付

近に形成された自然堤防と想定される部分もみられたが、その部分についても遺跡の痕跡を確認すること

はできなかった。

これらのことから、木造跡は当初の推定範圃よりも東側にはほとんど広がっていないと判断されること

となった。そして、追跡は現在の上原地区躾落の北西部辺りに位硲するものと想定されるのである。この

部分は鯖石川左岸に形成された発達した自然堤防であり、周間よりも若干標尚の裔い微高地となっている。

現在、同地区内では最も宅地化が進んだ部分となっており、占くから宅地として利用されてきたことがう

かがえ、現梨洛と追跡の範囲とが大きく重なるものと椎定される。追跡の詳細については、今後計画され

ている鯖石JII改修に伴い、事前に推定地付近の確認調査等を実施していくことで次第に明らかとしていき

たしヽ 。
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川秋里遺跡（第4次）
一墓地造成に伴う確認調査一

調査に至る経緯

秋里逍跡は、柏崎市大字宮平字秋里に所在する。宮平城跡や宮平の塚と1憐接し、山王前遺跡とも近接す

る位置関係にある。このため、 4逍跡は宮平追跡群として呼称されている。鯖石川中流域左岸に形成され

た河岸段丘上に立地 し、現況は水田や畑地および道路（市道）である。標高は概ね29~32111となってい

る。当逍跡は、追跡群の中でも古くから周知化されており 、昭和48年に耕地整理に伴いfill石や須恵器片

等が出土したことが遺跡発見の契機となっている。所属時期は、縄文時代後期前莱～中薬、弥生時代、古

代、中世であることがこれまでの調査等で確認されている。追跡は東西約350111、南北約250111の広大な

範囲が推定されているが、宮平城跡および宮平の塚が重複するものである。宮平城跡については、当初か

ら周知化された鯖石川付近の範囲とは別に黒姫神社が鎖座する段丘面とする説もある。そして、この度申

請のあった事業用地も秋里追跡と宮平城跡の両遺跡にほぼ重複する位置に当たる。

現在、遺跡中央部には東西に伸びる市道柏崎17-5号線が走っており 、近年実施されている道路拡幅工

事に伴い確認調査 3回、本調査2回が既に実施されている。以下、 これまでの調査の概嬰を節単に述べる。

まず第 1次確認調査は平成 6年12月に実施され、法線西側の黒姫神社境内に相当する部分の対象にした

ものであった。調査では純文時代後期前菓を主体とする追物 ・遺栴等が検出された。そのため、平成8年

5~7月に第 1回目の本発掘調査を実施し、縄文時代後期前菓～中槃の梨落跡、弥生時代後期の土坑、中

世の濠跡等が杷握されるに至った。その後、同年12月には鯖石JII左岸に接する部分を対象とした第 2次

確認間査が行われた。その結果、この地点が旧河川の氾濫原に相当し、過去の河川改修事業によって著し

＜撹乱を受けていることが把握された。次いで、平成12年 7月に実施した第 3次確認調査では、秋里追

跡推定範囲のほぼ中央を対象とし、 主に中世の辿物と遺構が検出された。そして、これを受け平成13年

5月に実施した第 2回目の木発掘調査では、 14~16世紀逍跡に比定される珠洲焼や中世土師器、楚板を

伴う大形柱（穴）が多数検出され、宮平城に関連すると想定される中世の建物跡の存在が明らかとなった。

道路拡幅部分という狭い範囲に限られて実施された調査であるが、このようにして縄文時代の梨落、寓平

城跡や中世集落の広がりが徐々に見えてきた状況にある。

市道関連の閤査は平成13年1itまでで一通り終了し、その後当逍跡に係る諸開発は無かった。しかし、平

成14年10月半ば、辿跡内での蒻地造成の計画が柏崎市役所の担当部署に届け出され、柏崎市教育委員会

は合議より 10月半ば頃その計画を知るところとなった。土木工事の内容は小規模な共同募地造成である

が、周知化された追跡範囲内での工事となるため、事前に確認閤査の必要があると判断された。文化財保

護法57条の 2に基づく届け出は、平成14年10月28日に事業主体者より提出され、市教育委員会が同年11

月5日付け教文第212号の 2により新潟県教育委員会に進達した。その後、県教委から教文903号で確認

調査を実施するようにとの指示を受けた。工事は急を要するものであったため、事業主休者や工事施工業

者と綿密な打合わせを踏まえ、早急に確認閣査の準備を進めていった。この他にも複数の確認調査の予定

がありややひっ迫した状況であったが、他の調査の中にうまく割り込ませることとした。そして、平成14

年11月1913付けで県教委に発掘謂杏実施の報告をし、翌日予定どおりに調査を行った。
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第27図 宮平遺跡群と確認調査の位置
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2調査の概要

1) 調査の方法と調査面積

今回の確認調査の対象区は、平成12年に実施した市道改良工事に伴う第 3次確認聞査の事業地の南側部

分に相当する。概ね平坦な部分であり聞査面梢も比較的狭いため、調査期間は 1日程度を見込んだ。ただ

し、墓地造成工事の開始予定時期が間近に迫っており、本調査の必要が生じた場合、辿跡保詭および工事

の両者に与える影靱が多大となることが危惧された。このため、その後の取り扱いに対する適切な判断が

要求される予断を許さない確認調査であった。

調査の方法としては、閥査区内に任意に試掘 l、レンチを設定し、バック ，ホウ (0.25面級）による発掘

を実施した。各トレンチの位置や土形、および検出された追構については写真や圏而上に記録していった。

造成工事では現表土から概ね30-60cm盛七され整地が為されるため、追跡保護層はひとまず確保される

こととなっていた。ただし、逍物包含陪や辿梱確認而が表土のわずか数Clll下から検出された場合は、工事

により追跡の一部が破壊されてしまうことも考えられた。このため、追跡が確認された場合は、追跡の検

出レベルがその後の取り扱いを決定することが里要なボイントとなった。調査対象となる事業用地の面栢

は約360ni'であり、実際に発掘した 2つの I、レンチの面梢は合計で約31.5m'となった。よって、発掘総面

柏は対象面梢の約8.7％に相当する。

2) 調査の経過と トレンチの概要

前日までは激しい風雨が連日続いていたものの、閣査当日は嘘のようにII青れ渡り、好天の中作業を実施

することができた。調杏は学芸員 2名を含む調査員 5名で臨んだ。現地到着後、既に到着していた璽機オ

ペレーターとの打ち合わせを行い、直ちに調賓を1荊始した。調査区南側から計 2つの試掘用トレンチを発

掘し、それぞれ第 1.第 2I、レンチとした。追構確認而の深度が比較的浅かったことなどから調査は順調

に進めることができ、測凪等を含め午前中で終了することができた。 しかし、頂機を用いた埋め戻し作業

は午後におよんだ。なお、埋め戻し・整地については近日中に造成工事が控えているためとくに入念に実

施するよう心掛けた。

第 1トレンチ 調査区南側に設定した。現表土の標高は約32111となる。長さ約4.9m、幅約3.7mの大

きさで、深度は約40cmまで確認した。最初に設定した トレンチであり、追跡の深度が全くの不明であっ

たため、層の変化を確認しながら慎璽に掘削を進めていった。1余々に表土を除去していくと、深度約34

CI11で明黄褐色粘質土が検出され、 し部から複数の追梢が発見された。 この逍樅検11―I:•,面の土に追物を包含す

る土！蒋等は見られず、表十．直： Fに追梢確認而が検出されたこととなる。追梢は小規模な柱穴のみ計10非

が確認された。追物を全く伴わないため逍構の所属時期は特定できないものの、覆土に締まりが認められ

る事などから、少なくとも追跡の所属時期の下限とされる中世以前のものと考えられる。その他、骰 tに

締まりのみられない溝状の落ち込みも検出された。しかし、この溝跡についてはこれまでの土地の区両線

にちょうど一致することから、現代に形成された区画溝や通路跡と判断されるものである。

第 2トレンチ 調査区北側に設定した。第 1I、レンチよりも約30cn]椋高が低い地点となる。長さ約4.6

m、輻約2.9m、深疫は約50cmまで確認した。現表土は近年の腺地や耕作によるためか、暗褐色の表十と

黄褐色の地山上が撹拌されている状態であり、その下陪から第 1トレンチでみられた表土（第 Il名）が検
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第28図 秋里遺跡第 4次確認調査トレンチ配臨固
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第29図 秋里遥跡第 4次確認調査遺構等分布図
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第1トレンチ

Om -

-0.5m -

-1.0m -

第2トレンチ
二第0屈暗茶褐色士

冒二l第 1層茶褐色土

ー第II層明黄褐色粘質土

第30図 秋里遺跡第4次確認調査基本層序柱状模式図 (S= 1 : 20) 

出された。第 1トレンチと同様に表土直下より追梢確認面とした明黄褐色粘質土が検出されたが、ここに

おいては逍樅は検出されなかった。また、追物についても発兄されなかった。なお、第 1トレンチでみら

れた現代の溝跡が同じ車庸上に検出された。

3) 基本層序

発掘した 2つのトレンチから概ね 3)悦の土層が検出された。

第 I陪は暗茶褐色土である。事業地はこれまで畑地として利用された土地であり、畑の耕作土と判浙さ

れる。腐蝕物を少足含み、粘性・締まりに乏しい。第 2トレンチでは第 I層より上位に、耕作土と黄褐色

粘土が混じった茶褐色土がみられ、最近の整地に伴って撹拌された土層と判断される（第 0層）。 第lI層

は明黄褐色粘質土であり、迫梢確認面となる。これまでの調査結果と照らし合わせると、当該地の地山土

に相当するものと判断される。やや強い粘性と締まりが認められた。検出された深度は、浅い部分では約

30cm、深い部分でも 40cm程度となる。色調は最上部がやや暗色であるが、下部では明るい黄色を呈して

いる。現代の溝跡が検出されたのは本層の最上部であり、柱穴が検出されたのはそれより若千下部の位置

であることが土層観察により観察された。遣構の存在しない部分で本）習を20cm程度掘削したがとくに変

化は見られなかった。

3 調査のまとめ

今回実施した第 4次確認調査では、わずかな閥査面梢からも複数の追梢が検出され、調府区内が辿跡の

範囲内に含まれることが証明される結果となった。ただし、逍物包含階の存在が確認できず、表土直下の

逍構確認面から遺樅が確認されたため、包含J愕は本来稀薄な部分であったか過去の耕作等にともない既に

失われていた地点と判断される。

秋里逍跡は、これまで実施した確認調査や本発掘調森などから、中世と純文時代を主体時期とする追跡

ととらえられている。当閤査では辿物が未検出であったため、発見された追構の所屈時期は不明であるが、

いずれにせよ追跡が広範囲におよぶことを裏付ける調森結果といえよう 。今後とも小規模な調査を菫ねる

ことにより、当追跡の実態を徐々に明らかとしていきたい。

-48-



渭琵琶島城跡（第2次）
―市道柏崎6-1号線改良工事に係る確認調査一

1 調査に至る経緯

琵琶島城跡は柏崎市街地から南西方向に約 2kmに位瞳し、元城Ill]地内に所在する新潟県立柏崎総合邸等

学校（以下、「柏総高」）の敷地とその周辺が椎定範囲とされている。 柏崎平野を形成する二大河川の一つ

鵜川は、 旧河道を確認すると、概ね蛇行を繰り返しながら北へと向かうが、下流域では数箇所でU字状に

特に強い蛇行を示している。河口から南東約1.7kmで支流横山川と合流し、その内側に本遺跡が位躍する

ものである。琵琶島城は、この合流点において流路の湾曲によって半島状に突き出た部分にそれぞれ曲輪

を配して築かれた城館とされる［新沢1970]。そして、現在は城館跡を思わせるような面影はみられず、

本丸が存在したといわれる柏総高敷地内に「宇佐美駿河守枇杷嶋城趾」と刻まれた石碑が建ち、その一

角が市指定史跡となっているのみである。

この度実施した確認聞査の原因は市道改良工事によるものである。近年、市内宮場町周辺地区の交通渋

滞緩和のため市道柑崎6-1号線が新設される計画となり、事業用地が昆琶島城跡および柏農高校々庭追

跡の重複する可能性のある部分を横断することとなった。用地は第 1~ 3工区まであり、用地買収や工事

が多年度に渡るため、エ区毎に聞査区を分割して調査を行う必要があった。こうして、まず平成13年 3

月に、粕川と横山川の間となる宮場町地内の第 1工区 (Nol5~23)を対象に、第 1次確認調査がまず実

施された。調査では琵琶島城が存在したと思われる時期の追物や逍構が検出され、琵琶島城跡の範囲内で

あることが明らかとなった。この結果を受け、翌年の平成14年に約2,000111'を対象とした本発掘調査を実

施した。概ね15~ 16世紀の追物と建物跡を構成する柱穴等が多数検出されている。そしてこの度、用地

買収が城東側となる第 2エ区 (No24~ 29) まで進んだため、第 2次確認調査を実施することとなった。

ただし、用地内には一部未買収地が存在するため、その部分については今回調杏を見送った。

文化財保護法に基づく手続きとしては、第 2]ご区の買収や整地がほぼ終了した後、平成14年 6月19日付

け都第86号で、文化財保詭法第57条の 3第 1項に邸づく通知が柏崎市（都市整備部都市整備課）から提

出され、市教育委晨会が同年6月20付け教文第102号の 2で、新潟県教育委員会に進逹した。事業者から

の通知は隙接する柏／此校々庭逍跡（古墳・古代）を対象としたものであるが、確認調査では中世の追物が

主体的に出土しているため、実際にはむしろ琵琶島城跡の範囲であると判断された。また、調査時期は県

教委からの爛査実施の指示がなされた後、早い段階で実施するつもりであった。ところが、その当時隣接

地で住宅建築等の1：事が実施されており、事業川地は資材の迎搬等に利用している状況であった。加えて、

秋には閣衰区に住宅の石垣を組むための資材が仮笛きされている状況であったため、調査実施が不可能な

状況が非常に長く続いた。このような要囚から、実際に調査が可能となったのは寒風吹き荒れる初冬とな

ってしまい、同年11月20日に確認調査の実施の連絡を県教委に事務述絡し、翌日21日から 2日間で確認

調査を実施した。

2調査の概要
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1) 調査の方法と調査面積

調査の対象となる事業区（第 2エ区）は、概ね旧宅地部分に相当し、買収後に平坦に整地がなされた部

分あった。ただし、橋台の建設される横山川の堤防部分等については発掘不可能であるため、実際には道

路建設用地に限定して確認調査を実施した。また、一部未買収地が残存したため、今回の調壺対象からは

除外し、買収済以降必要があれば改めて調査を実施するこことした。第1次確認調査の調査区を A地点と

したのを受け、今回の調査区はB地点とした。なお、当該地は琵琶島城の二の丸部分に相当するとも想定

されており［新沢1970]、追跡範囲内である可能性が高いと予想されていたものである。

調査用トレンチは用地内における任意の位置に設定し、小型のパック ・ホウで発掘していった。発掘し

たトレンチ内の土陪や位置の測醤および逍構確認を調査員が行った後、安全のため逐次埋め戻しを実施し

ていった。調査対象面梢は、事業用地から発掘不可能な部分を除外した結果、約1,310ni'となった。そし

て、実際に発掘した面梢は合計で約45m'となるため、対象面積の約3.4％を発掘した計算となる。

2) 調査の経過とトレンチの概要

調査日初日の 11月21日は、あいにくの雨天であり時折雨足が強くなることもあった。しかし、翌週から

別の業務を行う必要があったため、その週で調査を完了することを目指し調費を強行した。現場に到着後、

重機オペレーターと事業用地の範囲を改めて確認し、未買収地については誤って発掘したり通過しないよ

う留意した。悪天候のため作業効率は低くなったものの、 6つのトレンチを発掘した。

2日目となる22日は、昨日とは打って変わり好天となった。午前中で2つの l、レンチを発掘し、午後か

らは使用した器材の回収や、埋め戻した トレンチを安全のためロープで囲う作業などを実施し調査を完了

第31図 琵琶島城跡推定範囲と確認調奎対象位置

-50-



.1
1
1
,ー

―-

叫
1
1
hー＿

O

r
 

―-

シ

一一
9

乙

一一
L

ク

＿＿

牙

二

ゴ

-

臼
0
t

――
 

r
 

ー
嘉

1

一

之

t[/日

8
g
"

戸二；［：：口＝〗t＝ここ-=`｀二｀ミ

B1口□三
I, 11 3 

；］［口1['.:3.`; 

I 
＼、こロ
l II 7 

L 
f/ I 

`｀、三—--.J,l
0,-.__ ---. f-.:.._ (一

```  
← ------

,ilI.j口IIIII -_, 
；ヽ

.~iv丸' ·.:. lh• 「 7 た_-~

ぃ
r』

/ 111.,v(（仮N.^• I I., II r ̀・ • 
I 
I 
I 

r -------, I 

，I I，＇ 

・.・.・u.・.・」fk'..↓I / / I ≪::! 

喜 □:-〉lI髯ll|III -̀---‘‘-

-_ J -

． 吋—-------

os.

＂ 
~

-
・― 
～

＇ ー

I
I
I
 

ー

&
z
.

I
I
I
'
 

1
,＇
/

 

I
I

I

-

「

'
l
I
I

＇ 

～
 

ヤ
ー
J

」

ロ
二

6
t
a
 

-() 

口

呂

d

っ

つ

，
 

っ

3
 

゜ <i 

ー

V
6
.
"
・
 

1
 

．

~
・

ー

I

ー

I

1

ー

l
 

L

寸

L
.
N

ー

／

ー

L

_

↓

 

ー
ー
l
J

ー 遺構遺物検出

霞薗刃II跡

匿言授乱

第32図 琵琶島城跡第2次確認調査トレンチ配置図

-51-



させた。予定通り 2日間で確認調査は完了し、間森貝は延べ8人を要した。

調査用 l、レンチは原則西側A地点に近い方から発掘していき、合計8ヵ所となった。各名称は地点名と

発掘した順を示すものとして、それぞれB-1-81、レンチと称することとした。

B-1トレンチ 最も西側に設定した 1、レンチである。現在の横山川から東側約10mに近接する。こ

こではまず河川跡が事業地西側におよんでいないかを確認することを目的として設定した。現況から近年

整地が施されたことが明らかな地点であり、以前に何らかの建物が存在したことがうかがえた。徐々に発

掘していくと、 予想どおり盛七整地層が厚く堆梢しており、その中にはコンクリート片や瓦片等が混人し

ていた。そして、深度約1.6mでようやく自然堆積層とみられるll背青灰色粘質砂が検出された。初めは旧

河川に係る層と思われたが、とくに砂利や腐植物等の混入もみられず、 A地点で地山層以下に堆粕してい

た粘質砂層と同じ特徴を示すものであった。このことから、周囲は過去の甚礎工事の際やその撤去の際に

大輻に掘削を受け、遺稲確認面以卜まで消滅したものと判断される。

B-2トレンチ B-3トレンチの東側約12mに設定した。ここでも周囲に整地陪が広がっており、

表而が撹乱を受けていることが予想された。掘削すると、やはり盛土整地J料の堆梢が厚く、上部には赤土

が下部には灰褐色砂がみられた。深度約 1111以下にはコンクリ ー ト製の基礎がそのまま残存しており、木

材も混入しているような状況であ った。深さ約1.6mでようやく自然堆積層とみられる青灰色粘質土が検

出された。土質はA地区における地U」土と類似するものであるが、遠元化が強く追梢も検出されなかった。

この部分も碁礎工事やその撤去の際に遣梢確認而以下まで掘削がおよんだものと判断される。

B-3トレンチ B-2トレンチの東恨I]約12mに設定した。調査区の中央やや西寄りに位罹する。近

年まで存在した建物の範囲と重複し、この地点でも地下が大きく撹乱を受けているものと想定された。し

かし実際に発掘すると、 ヒ部には整地陪や焼土が堆梢していたものの、その下深度約45cmで中世の追物

を含む堆梢層が検出された。この暗褐色土筋からは主に中世土師器が出土した。さらに、その下深度約80

CInで粘性・締まりともに強い暗黄褐色土が検出された。これはA地点の発掘調査で追樅確認而とした陪と

ほぼ同様のものと判断され、逍構の破壊を防ぐため重機で掘りすぎないよう注意を払った。聞査晨が 1、レ

ンチ内の遺構確認を試みたが、雨が激しく降っていたため明確には追構の形はつかめなかった。fd土にも

中柑の追物片がみられ、琵琶島城の存在した時期の追構である可能性が高い。局地的なものではあるが、

トレンチ内では涙密な密度を示しており、周囲は逍跡内でも追構密躾区としてとらえられる。

B-4トレンチ B-3 I、レンチの東側約31mに距離を隔てて設定した。現況は周囲よりも一段窪ん

だ部分であり、地表には整地！罹である砂陪がむき出しの状況であった。そして、 これ以下には砂層が綺＜

だけで、深度約 l.0m以上掘削しても全く土隊の変化がみられなかった。1析面が非常に崩れやすく下部か

らの湧き水も激しかったため、これ以 1-．の掘削は断念した。過去に工事による掘削を受け、砂が厚く盛土

された地点と判断される。

B-5トレンチ 調府区の束側にあたる、茨川に近接した部分に設定し、旧河川の潤査区への広がりを

確認する ことを主な調査目的とした。汝川は当該地付近で住宅街を縫うように折れ曲がり、現在の横山川

に合流する小河川であるが、調行区周辺の旧流路は全く不明であった。周囲の現況としては、 B地点東側

の大部分が以前に駐車場として整{ii,/iしていたため、表面には20cm程度の原みでii卒石が敷かれていた。こ

のため、まず砕石を除去 し、その後以下の土！罹を掘削していった。地ドには上方から赤土、砂、粘十→が盛

土として堆梢しており、そのド深疫約l.lmで砂利混じりの宵緑色粘質土が検出された。この屈が1日河川

に係る陪の可能性もあるが、近年の随岸工事により河川周辺が大幅に撹乱された部分と判晰された。
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B-6トレンチ 調査区東端となる国道252号線に近接した地点に設定し、東側への追跡の延長を確認

することを目的とした。 B-5トレンチ同様表而は砕石で投われており、その下ば焼けた粘土や砂で原

く盛土1登地がなされていた。深度約70cmでようやく明黄褐色～青灰色を呈する粘質：l：が検出された。こ

の）PiはB-2. 3トレンチで検出さたれ地lll土と想定されたが、逍構は検出されなかった。B-2I、レン

チ同様、階の上部が失われている可能性も考えられるが、還元化した色翡代］や粘性の強さから旧茨川に近い

部分であったと想定される。

B-7トレンチ B-4トレンチの東側約 5mに設定した。旧建物跡が存在することが確認されていた

が、地下の撹乱の状況を把握するためにあえて発掘した。実際に発掘すると、地下にはコンクリー製の甚

礎が残存しており 、整地のために搬人された砂）昴が 1111以上も堆積しているような状況であった。深度約

110cmで明黄褐色粘質土となる地山附を確認したが、四方の壁が絶えず崩落したしたため詳細な遣糀の確

認は実施できなかった。重機によりの紛＇：り返し底面の砂を掻き出したが、逍構は確認できなかった 。結果

的には、近接する B-4トレンチとほぼ同じ地下の状況であったといえる。

B-8トレンチ 謀！査区の中央やや東寄りに設定した。建物が存在した痕跡がなく、第 3チレンチと 20

m程度しか距離を隔てないため、逍跡が残存する可能性が邸い地点と予想された。 しかし、実際の地下の

状況はB-4トレンチとほぼ同様の状況であり、搬入された砂／爵がかなり深くまでおよんでいた。深度約

80cmまで掘削し明黄褐色粘質土が検出されたが、湧き水や壁の崩落が激しく詳細な逍枯の確認はできなか

った。バック・ホウの掘削を注意深く観察したが、ここでも追物・追梢ともに発兄することはできなかっ

た。壁の崩落が激しいためそれ以―ドの掘削は断念した。

3) 基本層序

調賓区内で確認された1滉りは大きく 7励に分類された。

現代の盛土整地に係る形は一括して第〇層とした。駐車場として整備するために搬入された砕石や、い

わゆる赤土、砂、粘：I：など多岐にわたり、重陀的に厚く堆梢した地点が多くみられた。

第 I層～第Ill陪までは、 B-3I、レンチに限定して検柑，された居である。第 II暫は黒褐色を星する：l：I何

であり、炭化物・焼土を主体とする。近代の陶磁器を含む事から、それ以降の新しい牛活暦であると判断

される。第II陪は茶褐色土であり、炭化物を佃かに含むが追物は検出されていない。第m罰は暗褐色土で

あり、中世の追物を包含する陪である。土質は第Il/fJに類似するが、炭化物を少凪合み、粘性締まりはや

や強い。第IV阿は暗黄褐色～青灰色粘質土であり、当該地の地山／翌と判斯されるものである。この上面を

講査区内における追梢確認而とした。B-3I、レンチでは標麻約2.4mで検出され、酸化が強く粘性はあ

まり強くない。一方、 B-2•6·7 ト レンチでは標裔約 1.2~ 1.5 mで検出され、遠元化した粘質の強い

十陪ものであった。 このことから、 B-3 トレンチ以外では本陪の上部が過l;•に失われ、 ド部のみが現存

していたものと判断される。第VI罰は11音者板色粘質砂であり、 B-1トレンチでのみ検出された。当該地

で、第1¥堺1の下位に堆積する席である。第WI屈は青緑色粘土／蜀であり、茨川に近接するB-5トレンチの

みで検出された。大小の玉砂利を大撒に含み、締まりはあまり怖くなかった。IR茨川に堆梢した1消、もし

くは護岸工事の際に撹乱された1脅と考えられる。

4) 遺 物

計10点ほどの追物が調査区内からII}+．した。B-3I、レンチにおける追物包含彫（第 Ill)を｝）からの出 lご
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3.0m-

B•3トレンチ
［ 
第0層

B•1 トレンチ B•2トレンチ 盛土・整地層

冒
第 1層
黒褐色土

B•4トレンチ
B-7トレンチ 阿B•5トレンチ B-8トレンチ

B-6トレンチ | 1 第II層

茶褐色土

2.0m- | | | | I 厘
第Ill層
暗褐色土

一第IV層

暗黄褐色～青灰色粘質土

第v層

暗青灰色粘質砂

瓢 疇
1,0m-

1111111111111111『1111111 第VI層

青緑色粘土暦

勺
言 1

第33固 琵琶島城跡第2次確認調査基本層序柱状模式図 (S= 1 : 40) 

<日]2

1: B-2トレ攪乱

2. 3 : B•3 トレ攪乱

゜
(S=1: 3) 15cm 

第34図 琵琶島城跡第2次確認調査出土遺物

は中世の遺物に限定される。その他に近世後期の逍物も調杏区内から少量出土している。以下、図化した

貨料（第34図）について個別に報告し、それ以外は割愛した。

中 世 中世の逍物は中世土師器が 3点（図版28a ~ c)、青花が 1点出土した。中世土師器のうち

2点がB-3I、レンチの追物包含愚より検出されものである。全て小破片であり器形が復元できるような

資料はみられず、時期の特定できるようなものは皆無でといわざるを得ない。

1は、青花のLLLLである。器形復元の結果、口径9.2cm、高台径4.5cm、甘粒高は2.0cmと椎測される。焼成は

良好、 Il台土は灰白色、釉槃は明緑灰色である。形態や文様などから、概ね15世紀後半～16世紀前半頃に
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比定される［小野1982]。B-2I、レンチ盛土整地層からの出土である。

近 世 2 ・ 3は近世後期の磁器であり 、ともにB-3I、レンチ盛土整地阿から出土した。時期的に

琵琶島城との関連性はないが、当該地である程度まとまった遺物紐となるためひとまず掲載した。

2は、肥前系磁器の碗である。口縁部片であるが、端反形を呈する器形と推測される。11問前磁器の編年

に対応させると ［野上2000]、模様などの特徴から、近世よりも時期が下る 19世紀中頃～後半の所産と考

えられる。焼成は良好、胎土は灰白色、釉薬は明オリーブ灰色である。 3は、口縁部～高台まで約2/3

が残存する端反碗である。外面には 3箇所に簡索な草花文が描かれる。口径11.1cm、高台径4.3cm、器高

5.4cmである。焼成は良好で、胎土は灰色、釉薬は明緑灰色である。内面見込みには、微細な黄褐色砂粒

が付着する直径5.6cmほどの里ね痕がみられ、高台にも同様な砂粒が付着している。

3調査のまとめ

確認調査の成果 今回実施したB地点の確認調査では、調査区の一部 (B-3トレンチ）において琵琶

島城が存在した時期に相当すると考えられる遺構や追物が検出された。しかしながら、調査区のほとんど

が過去の住宅建築などのために既に撹乱を受けており、逍跡の追存状態は極めて低いといわざるを得ない

ものであった。遺跡が概ね良好に残存している部分は中央部分に限定され、その東西両側は壊滅状態とい

えるような状況と判断される。当該地の土陪堆梢が厚いものではなく、逍物包含層や逍構確認面が比較的

浅い深度に存在するため、 A地点のように耕作地として利用された土地でなければ、追跡の保存が困難で

あったと考えられる。このようなことから、遺跡の範囲については今回の調査において特定することはで

きなかった。しかしながら、B-3 l、レンチでは僅かな面梢にもかかわらず、追構が多数検出された。こ

れは、周囲に瑣梢が密梨した状況を示すものととらえられ、建物跡が存在した可能性が高い部分と考えら

れよう。

今後の課題 本逍跡に係る調査として、平成14年 5~10月にA地点における本発掘調査が実施された。

約2,000ni'の調査区を対象とし、琵琶島城跡の一片を明らかにする成果があげられている。その概要とと

もに今後の課題や展望について述べることとする。まず出土遺物については、時期的に 15世紀後半～ 16

世紀前半のものが主体となり、中世土師器、珠洲焼、越前焼、青磁、白磁、青花、天目などが代表される。

これら陶磁器の内容等から周囲における有力者陪の生活がうかがえる。その他、ひしゃく、しゃもじ、箸、

漆塗りの漆器などの木製品も出土している。さらに、古瀬戸の陶器花瓶や、青銅製の金剛杵等の典味深い

資料も検出された。主な追構としては、柱穴が約1,400基、井戸跡が15基程度検出された。柱穴について

は礎石を伴うものや大型ものが多く含まれ、大規模な建物が複数存在したと推定される。また、敷地を方

形に区画する幅約4mの溝が検出された。遺物の多くはその閲土から出土 している。このような調爺結果

から、闊査区内には琵琶島城に関連する建物が存在したことが明らかとなり 、周囲は城館に付随する敷地

と考えられる。金曲輪という地名が残る A地点周辺は、 二の丸に相当するともいわれており ［新沢1970]、

調査ではその可能性を肯定するような成果があげられたといえよう。

一方、今回確認調査を実施したB地点については、鵜川神社所蔵の絵図（回版23-b) をみると、周囲

に「鴨曲輪」、「鳥居馬場」といった名称が見受けられ、やはり城館にゆかりのある土地と推定される。ま

た、調査区付近は三の丸に相当するとも目されており［新沢1970]、今回の確認粛l杏で発見された造椛と

琵琶島城との関連性が、今後の本発掘調査等で明らかとなることが期待される。
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柏崎市内追跡発掘調査事業では、内容が不明確な遺跡及び逍跡隣接地、未周知の追跡が存在する可能性

のある地点に開発行為がもたらされた場合、試掘 ・確認調査．を実施して埋蔵文化財の取扱い等についての

基礎汽料を得ることを大きな目的のひとつとしている。第XII期となった平成14年度の本事業では、新発

兄の 1追跡を含む8追跡・ 1地点を対象として、 10件の調沓を実施してきた。近年の本事業における調査

件数をみると、第X期（平成 12年度）が 8件 (7遺跡）、第XI期（平成13年度）が 7件 (6追跡・ 1遺跡

梢 ．］地点）となっており、年間7-10件の閥査が必要な状況が続いていることがわかる。

年度末を除く第江期における各閤査の概要は、第lI~＼冊章で報告してきたところである。報告した 8件

の調査は、いずれも本発掘聞査の合間あるいは終了後に 1~ 2日間で実施するという、スケジュール的に

も時間的にも限られたものであった。そのため、調査実而梢も対象区域の 1割を渦たす例は少なく、必ず

しもすべての調森において大きな成果をあげているとはいえない。 しかし、その結果に得られた情報は、

その地域における過去の一端を明らかにする百料となる。したがって、試掘・確認聞査のデータは、埋蔵

文化財の取扱いに関する行政的な狩料となるのみではなく、各地域の歴史を紐解く賞璽な資料になると考

えられる。今後も本事業においては、行政サービスとともにデータの習梢と資料化に努めていきたい。
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a.琵琶島城跡航空写真 (1947年）約 1: 20,000 
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か開い連うん 橋1$し逍"跡廿8
にいがたけんかしわざ色 L 37度 138度新潟県柏崎市 橋梁架替工事

だいよじ はし lj ちょう 15205 40 23分 34分 20020521 110111' 
市道改良工事（第4次） 橋場lIl]. 30秒 55秒

角かと 田9こ 迫9ヽ ゼ跡e 
にtヽがたけんかしわさI!L 

37度 138度新潟県柏崎市 20020909 公共下水道敷設
だl•さ人し IA~i ；ヽざ．，るS 15205 371 23分 36分 35111' 

工事（第3次） 大字剣 23秒 01秒 -20020910 
にいがた t9んかしわさ•e L 37度 138度

ひ東がし原1よら 町重ら 遺いせ跡• 新潟県柏崎市 給油所及び駐車場
ひがしばらまち 15205 710 23分 35分 20020918 40111' 

の敷地造成工事東原町 13秒 22秒
よしいみ十カ・Ĵ にいがた"んかしわざ色 L 37度 138度吉井水上 新潟県柏崎市

吉よし井いみ水ずか上みいIら迎いせ跡e 大IJi字あざ吉よし升い 15205 344 23分 38分
28秒 06秒 20021112 

63nl' 
主要地方道拡幅

いせさくA よし し・みす¢•J_,_ にLIかたけんかしわSB L 37度 138度 工事遺跡1tt 吉井水上 新潟県柏崎市 -2002lll3 
Ilに遺いゼ跡e 大9JJ』字ムこ吉よし井い 15205 258 23分 38分

34秒 07秒
角かと llf]• 逍I• 跡ゼ色 ：：t ヽがた【9 ん II•t.ヽJさ．eし

37度 138度新潟県柏崎市 公共下水道敷設
たいよし ““'ヽざつるざ 15205 371 23分 36分 20021115 6m' 

工事（第4次） 大字剣 27秒 03秒
にLヽがた r9んかしわざさし 37度 138度か人はら い せさ 新潟県柏崎市 20021116 河川改修工事

上原追跡 j:.i；ムざかみばら 15205 378 23分 35分 52m' 
市道改良工事大字上原 18秒 43秒 ~20021117 

秋，，さ 里さと 追い 跡せむ ユヽヽがた『9んかしわささし 37度 138度新潟県柏崎市
f:t •よし 大t；と字，，さみ宮やぶ平・ら 15205 38 17分 37分 20021120 32111' 硲地造成工事
（第4次） 35秒 39秒

琵<'琶h 島じ1じ城ょう跡，，と 、:tヽ A1fる [9/¥,h•し i)sa し

37度 138度新潟県柏崎市 20021121 
fi！ヽ／；じ 大I31ン字んごじ城ょう束とう 15205 58 21分 33分

~20021122 
45111' 市道改良工事

（第 2次） 11秒 13秒
所収遺跡名 種別 主な時代 主 な追構 主 な遺物 特記事項

開迎栢追跡（第4次） 散布j•也

角田逍跡（第3次） 秘落跡 古代 土師器・須恵器

東原町追跡 散布地 古代 ・中也 追跡・ピット :I::.師器

吉井水上逍跡群
吉井水」~1遺跡 秘落跡 古代 土師沿・須恵器

吉）「水上11逍跡 梨落跡 古代 :I：：f叶i竹8．紐員忠灌片

角田遣跡（第4次） 邸落跡

t原追跡 散布地

秋里追跡（第4次） 郎落跡 ピット

琵琶島城跡（第2次） 城館跡 中世・近世 土坑 ・ピッ ト
rl1世土師器
近世陶磁僻

※ 北緯 ・東経はllt界汎11地系に枯づく 。
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